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第１章 雨水浸透阻害行為許可の要否判断 

1-1 特定都市河川浸水被害対策法第９条に基づく雨水浸透阻害行為許可の判断の流れ 
 

 

 
① 耕地（田畑）→ 宅地 
 

 
 
 

② 原野 → 資材置場(未舗装) 
 
 
 
 

③ 資材置場（未舗装） → 駐車場(舗装) 
 

図1-1-1 雨水浸透阻害行為許可の判断の流れ 

許可を要する雨水浸透阻害行為の具体例 

●工事行う区域は、特定都市河川流域の新川・

境川（逢妻川）・猿渡川流域内ですか？ 

●工事を行う区域※は、５００㎡以上ですか？ 

 

 

確認する事項 

 

いいえ 

いいえ 

 

 

事業エリアは、土地区画整理事業
区域内ですか？ 

→市・町役場で確認できます 

 

はい 

はい 

※１ ご本人で、今回の工事着手日に関する記録を保管してください。 

 許可申請不要です※１ 

その土地区画整理事業は、現在、事業中また
は完了年度から３０年未満ですか？ 

  →市・町役場または登記簿で確認 

 

 

 

①現況(過去)の土地利用を判別します。 

②計画土地利用を判別します。 

③土地利用毎の面積を集計します。 

雨水浸透阻害行為面積の整理 

雨水浸透阻害行為の要・不要を判断 

雨水浸透阻害行為面積≧500㎡ 

はい 

※建築物を建築する場合は、建築確認の敷地の範囲も区域に含まれます。 
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1-2 許可の要否において最初に確認する項目 

 1-2-1特定都市河川流域内の確認 

雨水浸透阻害行為の許可等の対象となる特定都市河川流域界付近の詳細については、 

「新川・境川流域総合治水協議会のホームページ」又は県ホームページ「マップあいち」

により確認すること。 

 

● 新川、境川・逢妻川・猿渡川流域の詳細図 

http://maps.pref.aichi.jp/modules/tinyd0/content/index.php?id=5   

「愛知県ホームページ」又は「新川・境川流域総合治水協議会のホームページ」→  

「マップあいち」→ 「くらし・安全」→ 「特定都市河川流域図」 

 

  緑の網掛け：新川流域 

  青の網掛け：境川・逢妻川・猿渡川流域 

 

 

1-2-2 既着手工事の判断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既着手行為の「宅地」とし、許可不要 現況土地利用形態により、許可の要否を判断する 

※完了年度の次年度 4月 1日の状態を基準とする。 

 

 

３０年以上 

（はい） 

３０年未満 

（いいえ） 

土地区画整理事業完了年度※後、３０年以上経過しているか。 

※完了した年度の末日 例）昭和 60 年度完了→S61.3.31 

工事を行う土地が、完了もしくは事業中の土地区画整理事業の事業区域内であるか。 

はい いいえ 

図1-2-1 区画整理事業区域における既着手行為の判断 
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1-3 雨水浸透阻害行為面積の算定（雨水浸透阻害行為面積の算定 1） 

 1-3-1雨水浸透阻害行為の許可が必要となる規模要件の算定 

 

雨水浸透阻害行為の許可が必要となる規模要件は、行為区域の範囲において、複数の分散

した雨水浸透阻害行為の区域の合計面積とする。 

 

 

1-3-2 雨水浸透阻害行為面積算定の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況地形図を、現地写真等により土地利用区分（18種；表 1-5-4）に

判別し、面積を集計してください。   

ただし、現在建物が建っている場合や過去に建物が建っていたことが

明らかな場合は、「建築関連書類」または「建物面積」から、まず「宅

地の範囲」を図示してください。 

→「1-5土地利用形態の判断と流出係数」参照 

 

土地利用計画図を、土地利用区分に判別し、面積を集計してください。     

建物計画の場合は、「工事区域」若しくは「建築敷地」大きい方が「宅

地」です。        

→「1-5土地利用形態の判断と流出係数」参照 

図1-3-1 雨水浸透阻害行為面積算定の手順 

②③で作成した現況地形図、土地利用計画図を重ね合わせ、表 1-5-5の

「許可(申請)必要」な土地利用形態の面積を合計する。  

一つの開発行為として見なすことの出来る開発区域の範囲（一連の開

発区域）を行為区域としてください。 

→「1-4行為区域の判断」参照 

 

① 行為区域を設定します。 

② 行為区域内の現況（過去）の土地利用を判別します。 

③ 行為区域内の計画土地利用を判別します。 

④ 雨水浸透阻害行為面積を集計します。 

⑤ 雨水浸透阻害行為面積合計が 500 ㎡以上の場合、許可必要。 
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1-4 行為区域の判断（雨水浸透阻害行為面積の算定2） 

1-4-1 雨水浸透阻害行為面積の算定に係る行為区域について 

 

行為区域とは、一つの開発行為として見なすことの出来る開発区域の範囲とする。 

雨水浸透阻害行為の面積の算定及び雨水浸透阻害行為許可は、行為区域について行う。 

 

1-4-2複数の雨水浸透阻害行為が行われる場合の行為区域の考え方（一連性の判断） 

 

隣接する複数の雨水浸透阻害行為の一連性の判断は次の①～⑥の要素を判断材料に、 

フロー図1-4-1により判断する。一連の行為は一つの行為区域とする。 

①それぞれの雨水浸透阻害行為（以下行為）者が同一かどうか。 

②それぞれの行為区域が隣接※１しているかどうか。 

③それぞれの行為時期が同時※２または連続※３で行われるかどうか。 

④それぞれの開発の目的※４が同じかどうか。 

⑤構造を共有する※５かどうか。 

⑥開発後に土地の権利等が申請者の手から離れる※６かどうか。 

 

【解説】  

公平性の確保のため、一連性の判断基準を示した。 

なお、行為者が複数いる場合の許可申請はいずれかの申請者かまたは連名で、行為区域全

体で申請を行えばよい。 
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【フロー図の補足説明】 

※１「隣接」とは以下の場合を含む。 

複数の「雨水浸透阻害行為の区域」が離れている場合においても、「雨水浸透阻害行為の区域」

と「間に挟まれている土地」が一体的な土地利用の場合または専用通路など設けた場合は複数の

「雨水浸透阻害行為の区域」は隣接しているものとする。 

 

 

※２ 同時とは以下の場合を含む。 

先行する工事（雨水浸透阻害行為）が完了する前に後続の工事を少しでも並行して行う場合は行

為時期が同時とする。 

 

※３ 連続とは、先行する工事の完了後 1年以内に後続(追加)の工事を行う場合 

   先行する工事の完了とは、許可等の手続きが必要な工事の場合は検査済証等の施行日を、手続き

のない場合は対象工事が完了した日を表す。 

   後続の工事の開始は、施工者が現地で実際に工事を始める日を表す。 

   完了後 1年以内とは、仮に、H20.7.1に先行工事が完了した場合、H21.6.30以前を表す。 

また、後続(追加)の工事区域が 500 ㎡以上の場合は、「後続（追加）の工事を行う場合」を「後続

（追加）の工事を着手する場合」として読み替える。 

 

※４ 開発の目的が同じ場合と異なる場合の例を以下に示す。 

新規 
開発 

既設 新規 
開発 

 

新規 
開発 

 

水路・道路 

 
新規 
開発 

 ※既設と同一目的の場合に限る 

個別行為異なる

行為者

区域が隣接

している

区域が隣接

していない

構造を共

有する

構造を共有

しない
個別行為

個別行為

行為時期が同時

行為時期が同時

でない（連続含

む）

一連行為

行為時期が連

続

開発後も申請者の

手から離れない

開発後は申請者の

手から離れる

同一行

為者

区域が隣接

している

行為時期が同時

行為時期が同

時もしくは連続

ではない

一連行為

A

一連行為

目的が異な

る

目的が同じ
個別行為

個別行為

区域が隣接

していない

個別行為

構造を共

有する

構造を共

有しない

一連行為

個別行為

A

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

H

 Ｉ

J

K

図1-4-1 複数の雨水浸透阻害行為が行われる場合の一連性判断フロー図 
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【目的が同じ例】 ・Aさんの経営する賃貸共同住宅を複数棟建築する場合 

・Ｂ社の工場とその駐車場（事務所、関連する工場、社員寮等） 

・Ｃ社のａ区域の宅地分譲とｂ区域の宅地分譲 

・Ｄさんの住宅（母屋）と離れ 

・E法人の病院の従業員駐車場と患者や来客用の駐車場 

 

【目的が異なる例】 ・Ａさんの経営する賃貸共同住宅とＡさんの住む個人住宅 

              ・Ｃ社の宅地分譲と賃貸共同住宅 

              ・Ｄさんの住宅と貸し駐車場 

              ・Ｆさんの賃貸共同住宅と貸し駐車場 

 

※５ 構造を共有する場合の例を以下に示す。 

・一方の開発敷地からの乗入れを共有する場合 

・公益施設を共有する場合（駐車場、駐輪場、ゴミ置場、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ庫等） 

 

※６ 開発後に土地の権利等が申請者の手から離れるとは、宅地分譲の様に開発が完了した後に、申

請者（開発者）から購入者に土地の権利等が替わるもの。 

 

1-4-3 既設道路や既設水路を挟んだ場合の一連性の判断 

 

既設道路や既設水路を挟んだ場合は図1-4-2により一連性の判断をする。 

 

【解説】 

各雨水浸透阻害行為間の雨水の流入や工事完了後の管理者により判断する。 
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(ⅰ)既設の道路や水路を挟んで開発を行う場合、別 

区域として扱います。 

右図の場合、共同住宅、駐車場それぞれで雨水 

浸透阻害行為面積が 500 ㎡以上かどうか判断し 

ます。（道路や水路は別管理者の場合に限る） 

 

(ⅱ)橋梁など専用の道路により連続性が確保された 

場合、一体として扱います。（道路は道路法道路 

以外も含む） 

    右図の場合、店舗と駐車場を一体として雨水浸透    

阻害行為面積を算定します。 

 

 

(ⅲ)接している場合は、一体として扱います。 

    右図の場合、病院と駐車場を一体として雨水浸 

透阻害行為面積を算定します。 

 

 

 

(ⅳ)既設道路の拡幅や、水路の付け替えについ 

て、承認工事または都市計画法３９条に基 

づく場合、別事業として区域から外すこと     

も可能です。なお、別事業(区域)としても、 

単独で雨水浸透阻害行為が 500 ㎡を超える 

場合は、申請が必要となります。この場合、 

対策施設を道路区域を含めて一体で計画す   

る場合は、全体区域が行為区域となります。 

 

 

(ⅴ)①、②、③の 3区域は(ⅰ)より別区域として扱う。 

④既設道路の拡幅を伴う場合は、①、②、③ 

と④は別事業として個々に面積を集計し、阻害 

行為面積が 500 ㎡以上であれば許可が必要。 

ただし、④の道路区域内に対策施設が設置で 

きない場合で、①の区域とあわせて計画する場 

合は、①と④を一体の区域として扱います。 

 

 図1-4-2 道路や水路を挟んだ場合の判断について 

 
共同住宅 

駐車場 

道路または水路 

 
店舗 

駐車場 

     道路または水路 

 
病院 

駐車場 

公道 

公道 

 ② 
駐車場 

 ③ 
駐車場 

 
 

① 

倉庫 

④道路の拡幅 

 
共同住宅 

既設道路 

道路 
拡幅 

赤枠：事業範囲 

道路事業の 

面積として 

カウント 
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1-4-4 一連性の判断事例 

（１）同時開発の場合 

【例①】 

 ◆同一行為者 

◆「個人住宅」150㎡と「共同住宅」350 ㎡が隣接 

◆同時に工事 

   ⇒同一行為者－区域が隣接－行為時期が同時              

    よって一連行為として判断し、阻害行為面積 

    は 500 ㎡なので→ 許可必要 

【例②】 

◆工場敷地内(同一行為者) 

◆既設工場の両側に同じ会社の工場を新設一体とし 

て利用する 

◆同時に工事 

 ⇒同一行為者－区域が隣接－行為時期が同時              

   よって、一連行為として判断し、両側の面積の合計値 

を阻害行為面積とする。     

 

【例③】 

◆同一地主(同一事業者) 

◆既設の個人住宅（１年以上前に完了）の両側に共同 

住宅を新築 

◆それぞれの共同住宅は同時に工事 

⇒同一行為者－区域が隣接していない（既設と新規の 

目的が異なるため）よって、個別事業と判断する。 

（個々の共同住宅の面積で許可要不要を判断する） 

 

（２）同時開発(構造を共有する)の場合 

【例④】 

◆複数事業者 

◆隣接して店舗を新築 

◆同時に工事 

◆駐車場、乗入れ、ゴミ置場などを共有して土地利用 

⇒異なる行為者－区域が隣接－行為時期が同時－構造を 

共有する よって一連行為として取り扱う。 

 

 

 

 

新規 

工場 

(1)-1 

 

新規 

工場 

(1)-2 

既設工場 

新規 

共同住宅 

(1)-1 

 

新規 

共同住宅 

(1)-2 

既設 

個人住宅 

新規 

共同住宅 

350 ㎡ 

 

新規 

個人住宅 

150 ㎡ 

同一行為者 

一連行為 

個別行為 

同一の工場 

同一行為者 

同事業者 

同時期 

一連行為 

同時期 

同時期 

 

新規  新規 

店舗Ａ   店舗Ｂ 

 

 

 

 

一連行為 

別事業者 

同時期 

共有乗入れ      共有駐車場 

 

公 道 

共有ゴミ置場 
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（３）連続（追加）開発の場合 

【例①】 

◆店舗建設で法９条許可を取得・完了 

◆その後すぐ（1 年以内）に、同一事業者が、隣接して 

店舗の駐車場(400 ㎡)を整備 

   ⇒同一行為者－区域が隣接－行為時期が連続－目的が同じ 

－開発後も申請者の手から離れない 

よって、一連行為として判断し、変更許可が必要となる。 

この場合、阻害行為面積は当初申請と追加分の合計面積 

となる。 

 

 

【例②】 

◆500 ㎡未満(許可不要)の個人住宅を建設・完了 

◆その後 1年以内に同一事業者が隣接して共同住宅を建設 

◆構造を共有しない 

⇒同一行為者－区域が隣接－連続した時期－目的が異なる 

－構造が共有しない 

よって個人住宅と共同住宅を建築する場合は、個別行為と 

して取り扱う。 

 

 

【例③】 

◆500 ㎡未満(許可不要)の建売住宅を建設・完了 

◆完了後すぐに、同一事業者が隣接して建売住宅を建設 

⇒同一行為者－区域が隣接－連続した時期－目的が同じ 

－開発後は申請者の手から離れる 

よって個別行為として取り扱う。 

 

【例④】 

◆既設工場に隣接して、工場(前開発)を増設・完了 

◆すぐに、反対側に隣接して、同じ会社の工場を増設 

⇒同一行為者－区域が隣接（既設と新規の目的が同じ） 

－連続した時期－目的が同じ－開発後は申請者の手 

から離れない  

よって一連行為として取り扱う。 

 

（※）前開発の完了日は、雨水浸透阻害行為許可あるいは建築確認等の検査済証の施行日とし、駐車場の舗装

工事などの場合は工事の完了日とし完了写真等により日付を確認する。その日から 1 年以内に行う行

為を連続と取り扱う。 

追加 

駐車場 

 

前開発

店舗 

同一事業者 

完了後

検査済 

一連行為→変更必要 

追加 

共同住宅 

 

前開発 

個人住宅 

個別行為 

 完了済  

同一事業者 

追加 

建売住宅 

前開発 

建売住宅 

 完了済  

個別行為 

同一事業者 

前開発 

工場 

(1) 

 

追加 

工場 

(２) 

既設 

工場 

同一事業者 

 完了済  

一連行為 
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【例⑤】 

◆店舗(460㎡)で建築確認の検査済証が発行済 

◆検査後すぐに、同一事業者が隣接して駐車場 

(50 ㎡)を整備し一体的に利用する場合。 

⇒同一行為者－区域が隣接－連続した時期－目的が同じ 

－開発後は申請者の手から離れない 

よって、一連行為として扱う。 

雨水浸透阻害行為面積 510 ㎡として許可申請 

が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460㎡ 

建築確認検査済 

一連行為 

畑 

50 

店舗 
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1-5  土地利用形態の判断と流出係数（雨水浸透阻害行為面積の算定 3） 

1-5-1 土地利用形態の判断 

 

土地利用区分の判断は、特定都市河川流域指定時点及び申請時点の土地利用を登記書類及

び現地写真、航空写真等により総合的に判断する。 

 

1-5-2 行為前の宅地の範囲 

 

 行為前の宅地の範囲の判断については、既存の建物が存在する場合には、まず「宅地の範

囲」を算出し、「宅地の範囲」に含まれない残りの土地については、1-5-4に示す土地利用区

分毎に面積を求める。 

なお、現況で建物が無い場合でも、当該土地に過去に建物が建っていたことを証明できる

場合には、建物が存在する場合と同様に取扱う。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP1 既存建物に関する 

    ◇建築確認申請書に示された「敷地面積」 

    ◇都市計画法に基づく開発許可申請書に示された「開発区域の面積」 

    ◇農地転用許可申請書※（又は届出書※）に示された面積 

                   ※ただし、転用目的が建築物の建築に係るものに限る。 

   を宅地の範囲とする。（該当する書類を添付のこと） 

 

STEP2 STEP1 で宅地の範囲が明示できない場合、以下の方法により算出する。ただし、計画にて存

置する建物は除く。 

       宅地面積＝建物面積◆×宅地係数◆◆   

◆建物面積：建築面積、床面積、屋根面積のいずれか 

◆◆宅地係数：工事区域が、500～1,000㎡未満の場合 3.0、1,000㎡以上の場合 2.0） 

（敷地面積等に対する宅地面積の比率を用いて簡易に算出） 

※宅地範囲は既存建物を含む一団の土地とし、宅地範囲を分割しないこと。また、既存の田畑を

宅地にとりいれないこと。ただし、既存建物が点在し、かつ、土地利用が一体的に利用されて

いることが明らかな場合は、一体的に利用されている範囲内で宅地を分割してもよい 

 

 

 

 ・建築工事に伴い過去に提出した書類（図面も含む） 

・航空写真（国土交通省ＨＰなど）・都市計画基本図(1/2500) 

・登記簿(全部事項証明書)又は固定資産証明書 

表1-5-2 過去に建物があったことを証明する書類の例 

表1-5-1 行為前の宅地面積の算定手順 
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32000

3
0
0
0
0

（公道）

32000

3
0
0
0
0

（公道）

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①で算出した宅地面積を、建物を含んだ 

範囲で図示します。（任意に設定） 

 

 ※工事区域から宅地の範囲を除いた面積（＝計 

画により、雨水浸透阻害行為の可能性があ 

る面積）が 500 ㎡未満であれば、この段階 

で許可不要となり、検討は終了です。 

③ 500 ㎡以上であれば宅地の範囲以外の土地利用 

状況を表 1-5-4により整理します。 

 

砂利敷は「ローラー等で締め固められた 

土地（土・砕石）」に分類され、その面積は 

 960㎡－300 ㎡＝660 ㎡  となります。 

   

① 工事面積＝960㎡ ＜ 1,000 ㎡ 

⇒ 宅地係数＝3.0 

   宅地面積＝100 ㎡×3.0＝300㎡ 
砕利敷 

860㎡ 

ΣA=960㎡ 

32000

3
0
0
0
0

（公道）

100㎡ 

既存の建物 

既存の 

宅地の範囲★ 

300㎡ 

砂利敷 

660㎡ 

★宅地の範囲は既存建物を含む一団の土地とし、宅地の範囲を分割しないこと。

また、既存の田畑を宅地の範囲にとりいれないこと。ただし、既存建物が点在

し、かつ土地利用が一体的に利用されていることが明らかな場合は、一体的に

利用されている範囲内で宅地の範囲を分割してもよい。 

【左図のような土地の全面を利用して開発を行う場合】 

ΣA=960㎡ 

砂利敷 

610㎡ 

既存の 

ｺﾝｸﾘｰﾄ敷 

250㎡ 

既存の建物 

100㎡ 

32000

3
0
0
0
0

（公道）

砂利敷 

410㎡ 
既存の 

ｺﾝｸﾘｰﾄ敷 

250㎡ 

既存の 

宅地の範囲 

300㎡ 既存の建物 

100㎡ 

（① び②は上と同様 ） 

③ 宅地の範囲以外の土地利用状況を表 1-5-4によ 

り整理します。 

 

砂利敷は、「ローラー等で締め固められた 

土地（土・砕石）」に、コンクリート敷は 

「コンクリート等の不浸透性材料により 

舗装された土地」に分類されます。 

   
※コンクリート敷の部分は、開発により流出雨 

水量を増加させることが無い（流出係数が増 

加しない）ため、宅地の範囲と同様に、雨水浸 

透阻害行為範囲に当たらないと考えます。 

 

よって、雨水浸透阻害の可能性がある部分の 

面積（この例では砂利敷の面積）は、 

960 ㎡－300㎡－250㎡＝410㎡＜500㎡ 

となり、許可不要となります。 

図1-5-1 現況土地利用面積の算出例 
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1-5-3 行為後の宅地の範囲 

 

建物を計画する場合は、「工事区域」と「建築敷地」のうち面積の大きい方を宅地の範囲

とする。ただし、「建築敷地」が計画にて存知する既存建築物を含む場合は、「工事区域」

を宅地の範囲とする。 

 

建物を計画する場合の行為区域の判断は、下表1-5-3のとおりとする。 

 

 

建物を計画する場合は、次の①と②のうち面積の大きい方を宅地の範囲とする。 

① 「工事区域」 

  例１）建物のみ建築し、土地は改変しない場合・・・・・・・・工事区域は建物部分 

  例２）建築、舗装、外構など建物と併せて整備・・・・・・・・工事区域は整備エリア全体 

     (既設の撤去工事は除く)  
※ただし、②建築敷地外の整備エリアにおいて、流出係数を増加させない工事範囲は工事区域の
対象としない。 
 

② 「建築敷地」 

※建築敷地とは、建築確認申請にあたり、申請図書に示す敷地（建築物の敷地）を表す。 

 

 

○砕石敷の駐車場の一部に事務所を建築する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

表1-5-3 建物計画における宅地の範囲の設定 

図1-5-2  計画土地利用面積の算出例 

32000

3
0
0
0
0

（公道）

32000

3
0
0
0
0

（公道）

砕石敷 

駐車場 

960㎡ 220㎡ 

事務所 

砕石敷 

駐車場 

400㎡ 

砕石 

340㎡ 

 

 

よって、上記で面積の大きい建築敷地が宅地の範囲（560㎡）となります。 

※宅地の範囲には、表 1-5-4では「締め固められた土地」と整理できる砕石敷が含まれますが、

建物の用に供する土地として、「宅地」として扱います。 

◇工事区域･･･現況から改変した事務所部分（A=220㎡） 

◇建築敷地･･･建築確認申請図書に示す敷地（220 ㎡＋340 ㎡＝560 ㎡） 
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1-5-4 土地利用区分と流出係数 

表 1-5-4 土地利用区分 
土地利用 

形態 

流出係数 定義 

①宅地 

 

 

 

 

 

０．９ 

 

 

 

 

宅地の定義は、次に掲げる建物（工作物を含む。以下同じ。）

の用に供するための土地をいう。 

イ 現況において、建物の用に供している土地。 

ロ 過去において、写真及び図面等で建物の用に供していた

ことが明らかな土地。 

宅地の範囲は基本的に建築確認申請書の敷地面積の範囲

とする。（登記簿「地目」はあくまでも参考扱い） 

※なお、太陽光発電の用に供している土地は宅地と判断す

る。 

 

 

②池沼 

③水路 

④ため池 

１．０ 

 

常時又は一時的に水面を有する池沼、水路及びため池をい

う。なお、特定都市河川流域に指定以前に設置された防災調

整池も含む。 

 

⑤道路 

⑥(法面) 

■０．９（法面を有しない） 

■法面（不浸透性の材料に

覆われた法面１．０、植生

に覆われた法面０．４とす

る。）及び法面以外の土地

（０．９とする。）の面積

により加重平均。 

 

 

一般の交通の用に供する道路（高架の道路及び軌道法（大

正１０年法律第７６号）に規定する軌道を含む。）をいうも

のであり、当該道路の敷地の範囲を含む。なお、道路法（昭

和２７年法律第１８０号）に規定する道路かどうかを問わな

い。 

⑦鉄道線路 

⑧(法面) 

 

■０．９（法面を有しない） 

■法面（不浸透性の材料に

覆われた法面１．０、植生

に覆われた法面０．４とす

る。）及び法面以外の土地

（０．９とする。）の面積

により加重平均。 

 

 

鉄道線路とは鉄道の敷地のうち、線路の敷地の範囲（高架

の鉄道を含む。）をいう。なお、操車場は鉄道線路には含ま

ない。 

⑨飛行場 

⑩(法面) 

■０．９（法面を有しない） 

■法面（不浸透性の材料に

覆われた法面１．０、植生

に覆われた法面０．４とす

る。）及び法面以外の土地

（０．９とする。）の面積

により加重平均。 

 

飛行場は空港、ヘリポート等（飛行場の外に設置された航

空保安施設の敷地を含む。）をいう。 

 （ターミナル、格納庫、事務所、滑走路、エプロン、芝等） 

⑪不浸透性

の材料に覆

われた土地

（法面以外） 

０．９５ ○舗装された土地 

コンクリート等の不浸透性の材料※により覆われた土地（法

面を除く。） 

※一面を覆い、蓋がされるものが対象 

⑫不浸透性

の材料に覆

われた法面 

１．０ ○舗装された土地 

コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面。 

⑬排水施設

が整備され

たゴルフ場 

０．５ 

 

排水施設の設置目的から、ゴルフ場の敷地のすべてではな

く、当該排水施設の集水範囲の対象となる区域の土地をい

う。（排水平面図等確認のこと） 
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土地利用 

形態 

流出係数 定義 

⑭排水施設

が設置され

た運動場そ

の他これに

類する施設 

 

０．８ 

 

運動場の敷地のすべてではなく、当該排水施設の集水範

囲の対象となる区域の土地をいう。 

（野球場、陸上競技場、サッカー場等） 

⑮ 締め固め

られた土地 

 

 

 

 

 

０．５ 

 

 

 

 

 

 

運動場、資材置き場、未舗装駐車場など、目的を持って

締め固められ、建築物が建築できる程度又は通常車両等が

容易に走行できる程度に締め固められた土地（⑬及び⑭に

掲げるものを除く。）をいう。 

その他、「公園の多目的広場」や「既設の庭の芝生など」、

車両が駐車できるような状態であれば締め固められた土地

とする。 

穴あきの植生ブロックや樹脂パレットの敷設も含まれ

る。 

⑯山地 

 

０．３ 

 

平均勾配が１０％以上の土地（①から⑮、⑰、⑱-1及び

⑱-2に掲げるものを除く。）をいう。） 

⑰人工的に

造成され植

生に覆われ

た法面 

 

０．４ 人工的に造成され植生に覆われた法面をいう。 

土地利用は法面のみとし、兼用の場合は別として扱う。 

平均勾配が１０％以上の土地 

※範囲を特定すること。(連続する工作物等) 

⑱-1 

林地・原野 

 

０．２ 

 

平均勾配が１０％未満で、一体的に林又は草地等を形成

している土地（①から⑮、⑰及び⑱-2に掲げるものを除く。）

をいう。） 

⑱-2 

耕地 

 

０．２ 

 

耕作の目的に供される土地（水田（灌漑中であるか否か

を問わない。）を含む。）をいうこと。田・畑など示す。 
 
また、花壇や植栽帯など通常、人や車の出入りがなく、

ほぐした状態が維持される場所であれば、耕地扱いとする。 
 
なお、公園や庭の「芝生（広場）」も「計画」において、

整備の施工段階で一旦締め固められた土地であっても、十

分耕起が行われることによって、整備後、通常車両等が容

易に走行できる程度までは締め固められていない状態と

なって、維持されるものについては、耕地として扱うこと

も可能。 

※範囲を特定すること。(連続する工作物等必要) 

 

 

＜留意事項＞ 

１． 宅地は、建物等と庭園、駐車場等その付属施設を含めて宅地と判断する。 

宅地の区域については、現況(過去)と計画において判断が異なり、詳細は、1-5-2､1-5-3を参照。 

２． 池沼、水路及びため池については、堤防等一体として考えられる範囲を一括して設定する。 

３． 道路（高架道路を含む。）は、行為区域内の路肩から路肩までの範囲（歩道又は植栽帯がある場合はこ

れらを含む。）について道路（法面を有しないもの。）の流出係数を適用する。舗装・未舗装にかかわ

らない。 

４． 鉄道は、駅舎、付属施設及び路線の敷地すべてが含まれる。 

５． 飛行場は、滑走路、誘導路、過走帯、駐機場、着陸帯、ターミナル施設、芝等の敷地の範囲が含まれる。 

６． ゴルフ場及び運動場は、排水施設(暗渠等)の集水区域を対象として設定すること。 

７． 未舗装駐車場とは、不浸透性の材料に覆われた物以外の状態のことをいう。（例：砕石舗装は未舗装） 
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1-5-5 土地利用形態と許可対象行為の判断のまとめ 

表1-5-5 雨水浸透阻害行為許可対象行為判断表 

0.30 

Ｃ 
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1-5-6 透水性舗装の流出係数 

 

 

対策施設及び土地形態 流出係数 

透水性舗装 

（アスファルト、コンクリート、ブロック） 

０． ９５ 

(宅地の範囲内 0.9、調整池内 1.0) 

透水性舗装（砕石） 

※対策施設の要件を満たしたもの 

０．９５ 

(宅地の範囲内 0.9、調整池内 1.0) 

砕石敷き（透水性舗装ではない） 

植生ブロック、樹脂系パレット 

０．５ 

(宅地の範囲内 0.9、調整池内 1.0) 

 

1-5-7 太陽光発電の取り扱い 

 

   太陽光発電に係る、雨水浸透阻害行為における土地利用形態の考え方を以下に示す。 

  

①太陽光発電の用に供する行為区域の土地利用形態は、すべて「宅地」とする（図 1-5-3

参照）。 

 

②ただし、太陽光発電（機電設備や管理用通路等の付帯施設を含む）とその他の区域

が明確に分離できるのであれば、土地利用形態を分けることも可とする。 

 

【②の補足事項】 

※明確に分離とは、現地においてその境界が明示できる場合（杭やロープ等を設置）

に限る。 

※その他の区域に、透水性の防草シートと敷設する場合でも、その行為自体が法第

９条第１項の「宅地等にするために行う土地の形質の変更」に該当するため行為

区域に含むこととし、維持管理で人や車両が通行することも想定されるため、土

地利用形態は「締め固められた土地」相当とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-5-6 透水性舗装の流出係数 

図 1-5-3 太陽光発電の流出係数設定の考え方 

行為区域

ソーラーパネル

機電設備

管理用通路

ソーラーパネルの用に供する土地：流出係数0.9
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1-5-8 様式 Aによる雨水浸透阻害行為面積の算出 

  雨水浸透阻害行為面積の算出は、様式Aを使用して算出できる。 

  行為前後の行為区域を土地利用形態で色分けした図面を重ね合わせて、変化した土地利

用形態と面積、変化しない土地利用形態と面積をそれぞれ様式Aに入力する。 

  黄色部分に数値を入力すると自動的に算出される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-5-7 様式Ａ（土地利用別面積集計表；図1-5-4の例） 
（様式Ａ）

土地利用別面積集計表 エラーチェック→

①現況土地
利用面積（m2)

 　③雨水浸透阻害行為
 　　 の該当面積(m2)
1･2号関連：②の中段+下段

3号関連   ：②の下段

流出係数
行為前

集水面積
（ｈａ）

行為後
集水面積

（ｈａ）

880 540 0.0880 0.0880

↑
上記面積が500m2以上
の場合、許可申請対象

0 .660 0 .900

土地利用の形態の細区分

宅地

コンクリート等の不浸透性材料に
より覆われた法面

山地

OK

宅
地
等
以
外
の
土
地

林地、耕地、原野、その他ローラー
その他これらに類する建設機械を
用いて締め固められていない土地

②計画土地利用面積（m2)
上段：現況が１号及び2号関連

中段：現況が3号関連

下段：現況が1～3号関連以外

区分

0.900

合成流出係数

運動場その他これに類する施設
（雨水を排除するための排水施設
　を伴うものに限る）

コンクリート等の不浸透性材料に
より舗装された土地
（法面を除く。）

ゴルフ場
（雨水を排除するための排水施設
　を伴うものに限る）

合計

第
２
号
関
連

0.900

道路
（法面を有するもの
　に限る。）

240
340
540 0.0240 0.0880540 0.900

1.000池沼

1.000

1.000

0.900

宅
地
等
に
該
当
す
る
土
地

第
１
号
関
連

飛行場
（法面を有するもの
　に限る。）

植生法面
(流出係数=0.40)

道路
（法面を有しないものに限る。）

ため池

水路

植生法面
(流出係数=0.40)

上記以外の土地
(流出係数=0.90)

不浸透法面
(流出係数=1.00)

不浸透法面
(流出係数=1.00)

鉄道道路
（法面を有しないものに限る。）

上記以外の土地
(流出係数=0.90)

飛行場
（法面を有しないものに限る。）

上記以外の土地
(流出係数=0.90)

不浸透法面
(流出係数=1.00)

鉄道道路
（法面を有するもの
　に限る。）

植生法面
(流出係数=0.40)

100 0.950 0.0100

1.000

0.500

0.800

0.500 0.0540540

人工的に造成され植生に覆われた
法面

0.400

880

0.200

第
３
号
関
連

ローラーその他これに類する建設
機械を用いて締め固められた土地

0.300

上
記
第
１
号
か
ら
第
３
号
に

掲
げ
る
土
地
以
外
の
土
地
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■戸建住宅→集合住宅開発の例（事業全体面積＝880㎡） 

 ＜宅地面積を証明する資料が無い場合→宅地係数を用いた算定＞ 

＜現 況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来計画＞  

 

 

 

 

 

 

 

工事区域＞建築敷地 → 1-5-3より、宅地の範囲＝工事区域となる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水浸透阻害行為面積＝540㎡ ≧ 500 ㎡  →雨水浸透阻害行為許可が必要 

・18区分に分類 

・宅地の範囲を整

理 

建物  A=80㎡ 

舗装（駐車場） A=100㎡ 

締め固めた土地（砕石敷） A=100㎡ 

締め固めた土地（庭）  A=600㎡ 

宅地面積 A=80×3 =  240㎡ 

舗装（駐車場）     A=100㎡ 

締め固めた土地（砕石敷） 

:宅地等面積に取込 → 0㎡ 

締め固めた土地（庭）  A=540㎡ 

庭 
建物 

砕石敷 

駐車場 

図1-5-4 雨水浸透阻害行為面積算出方法（計画時の宅地面積＝３×建物面積の場合） 

面積を
整理 

 

 

 

 

駐車場 

 

集合住宅 

建物       A=300㎡ 

舗装（駐車場等） A=580㎡ 

240㎡ 
540㎡ 

880㎡ 

雨水浸透阻害行為ではない 

雨水浸透阻害行為（非宅地→宅地、舗装） 

＜現 況＞ 

＜将来計画＞ 

240 ㎡ 

 
540 ㎡ 

 

事業全体面積<1,000 ㎡
なので、宅地係数=3 

 
宅地面積=80㎡×3 

宅地面積を以下のように
配分 

建物:  80㎡ 
砕石敷：100㎡  240㎡ 

庭： 60㎡ 
 

→庭は 600-60=540㎡ 

100 ㎡ 

 

 

 

 

 

工事区域 

 

 

 

 

 

 

駐車場 

建築敷地 

（建築確認における建築物の敷地） 

100㎡ 

行為区域＝工事区域 

 A=880㎡：宅地 

100 ㎡ 

 

80 ㎡ 

 

100 ㎡ 

 

600 ㎡ 

 

面積を
整理 
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第２章  技術的基準に適合する設計計算方法 

2-1 対策工事計画の設計手順について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1-1 必要な対策工事の設計順序イメージ 

行為区域(及び区域外流入区域)の 

行為前の流出係数の算定 

行為区域(及び区域外流区域)の 

行為前の流出雨水量の算定 

許容放流量(最大放流量)の決定 

対策工事の選定 

対策工事の規模算定 

浸透施設での対策 

貯留施設での対策 

対策工事の確定 

・技術基準を満たさない。 

（全ての集水区域の対策後放流量の和≦許容放流量） 

・現地に設置不能又は予算オーバー等で対策工法の変更必要 

10分毎に算定（ハイドログラフの作成） 

行為前後の流出雨水量を算定 

土地利用毎の流出係数を面積で按分し平均化 

再検討 

集水区域(及び区域外流区域)の 

行為後の流出雨水量の算定 

集水区域(及び区域外流入区域)ごと 

の行為後の流出係数の算定 

集水区域の設定 

総合評価 

土地利用毎の流出係数を面積で 

按分し平均化 

10分毎に算定（ハイドログラフの作成） 

行為前後の流出雨水量を算定 

浸透施設は排水系統で施設能力を統合。 

能力を流量に変換し低減。 

貯留施設は許容放流量以下になるように 

オリフィス設定。必要容量を検討。 

貯留施設は実際に流入する区域が集水区域。 

浸透施設は排水系統で施設を統合した仮想の

施設に流入する区域が集水区域。 
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2-2 許容放流量の設定 

 2-2-1 区域外流入を含む行為区域について 

 

  行為区域外からの雨水貯留浸透施設への流入（区域外流入）及び行為区域から雨水貯留

浸透施設を経ずに区域外へ直接放流すること（直接放流）は避けることが望ましい。 

  やむを得ずこれらを行う場合は、区域外流入による雨水貯留施設の規模不足や直接放流

により放流量が過大とならないようにすること。 

 

 申請者の管理外である区域外流入を対策施設に流入させないことが望ましいことを示した。 

 やむを得ず「行為後に区域外の流入をする場合」は「区域外流入範囲と行為区域の最大放

流量の合計」が「許容放流量」となる。 

なお、雨水浸透阻害行為面積が 500 ㎡以上 1000 ㎡未満の場合は、設計計算において、区

域外流入を考慮しなくてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行為区域外 

行為区域 

面積 Ab 

面積 Aa 

00 QbQa 

行為前から区域外流入している場合 

図2-2-1 区域外を含めた集水区域の許容放流量の考え方 

0Qb

 

行為区域外 

行為区域 

面積 Ab 

面積 Aa 

Qa

0Qb

行為後に区域外流入する可能性がある場合 

行為前 

行為区域外 

行為区域 

面積 Ab 

面積 Aa 

0Qa

0Qb

行為前 

行為後に区域外流入を 

迂回させる対策可能 

行為後に区域外流入を 

迂回させる対策不可能 

行為区域外 

行為区域 

面積 Ab 

面積 Aa 
行為後 

 

0Qa

雨水貯留浸透施設 

0Qb

0Qa
許容放流量 

Qa

行為後 

雨水貯留浸透施設 

00 QbQa 

許容放流量 

0Qb

（行為区域内のみ） （区域外流入区域含む） 
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2-3 集水区域の分割 

2-3-1 集水区域の設定について 

 

対策工事後の流出雨水量の算定は、行為区域外を含む計画により対策施設に集水される

範囲（集水区域）を設定し、集水区域ごとに流出抑制された流出雨水量を算定し、それら

を合計するものとする。また直接放流区域も集水区域のひとつと考える。 

 

  集水区域の設定方法は、該当する対策施設の種類により次のとおりとする。 

貯留施設の場合は、対策施設に実際に雨水が集まる範囲を集水区域とする。 

浸透施設の場合は、分散配置された浸透施設を個々に算定せず、排水系統を考慮し浸透

施設を統合して考え、統合した対策施設に実際に雨水が集まる範囲を集水区域とする。 

 

【解説】 

   集水区域の範囲や境界（分水嶺）は、①雨水排水管の配置状況（排水系統）②計画地盤

の高さや勾配 ③地表雨水を分水する構造物などにより実際に地表の雨水が対策施設に集

水されるか、またその場所で分水するかにより判断する。 
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駐車場(As) 

ゴミ 

 

 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

共同住宅 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

透水性舗装 
地下貯留槽 

直接放流 Ｑ3 
放流Ｑ1 放流Ｑ2 

駐車場(As) 

ゴミ 

 

 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

共同住宅 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

排水 放流 

2-3-2 集水区域の設定の注意点 

(1)行為区域外からの雨水が流入する場合 

行為区域外からの雨水が流入する場合は、区域外も含め土地利用区分に分類を行い、

実際に対策施設に流れ込む区域を集水区域として設定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)排水系統が複数になる場合 

  排水系統が複数になる場合は、必ず集水区域を分割してから検討を行うこと。 

 

 

 

 

 

雨水の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリフィス 

行為区域 

調整池 

調整池の 

集水区域 

＜計画＞ ＜対策施設（案）＞ 

図2-3-3 集水区域毎に計画した対策施設の例 

浸透ます 
エリア２ 

エリア 1 

エリア３ 

エリア1：共同住宅･･･浸透ます＋オリフィス＋地下貯留槽 
エリア2：駐 車 場･･･透水性舗装 
エリア3：ゴミ置場･･･直接放流(=対策工なし) 

阻害行為区域面積＝1,500m2 

図2-3-2 排水系統にあわせて集水区域を分割した例（3エリア） 

エリア２ 

駐車場 

エリア１ 

共同住宅 
エリア３ 

ゴミ置場 

Ｑ０≧Ｑ1＋Ｑ2＋Ｑ3 

図2-3-1 区域外流入における取水区域 
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駐車場(As) 

ゴミ 

 

 
    

 

 
 

 
 開発道路（直接放流） 

（
公
道
） 

集水区域 

 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

共同住宅 

2-3-3 例外１（小規模な開発の集水区域の分割） 

 

なお、雨水浸透阻害行為面積が500㎡以上1,000㎡未満の場合は、行為区域全体を一つの

「集水区域」とみなして算定してもよい。 

なお、雨水浸透阻害行為面積が500㎡以上1,000㎡未満、かつ宅地分譲のような1区画 

500㎡未満の小規模な宅地については、開発道路を含む任意の「集水区域」を設定できる。 

 

(1)阻害行為面積が 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満の場合 

   この場合は、排水系統が複数の場合でも、行為区域全体を一つの「集水区域」とみな

し、設定した全ての対策施設で処理するものとして計算してもよい。また、直接放流区

域も集水区域に含まれ、区域外流入について考慮しなくてもよい。ただし、直接放流の

区域は必要最小限とし、区域内の雨水は基本的に対策施設に流れ込むように計画される

ことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)阻害行為面積が 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満の宅地分譲（開発道路あり） 

阻害行為区域面積が 1000 ㎡未満で、道路区域で対策を行わない場合は、開発道路面積

を区画面積で按分し、各区画で計算することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※阻害行為区域面積が1,000m2未満であるため、直接放流域で

あるゴミ置場からの流出分も対策施設で処理すると考える。 

図2-3-4 行為区域全体を一つの集水区域と見なせる場合（阻害行為区域1,000㎡未満） 

＜計画＞ ＜計算上の仮定＞ 

阻害行為区域面積＝800m2 

共同住宅 
駐 車 場 
ゴミ置場 

浸透ます＋透水性舗装＋ 
オリフィス＋地下貯留槽 阻害行為区域面積が1,000m2未満であるため、

区域内降雨を実際の排水系統に拘わらず、区
域全体で処理可能とすることができる。 

工事区域面積＝800m2 

＜計画＞ 

阻害行為区域面積が1,000m2未満であり、一区画あた

り面積が500m2未満であるため、一区画を一つの集水

区域とする。 

オリフィス 

地下貯留槽 

分譲住宅 
道路 

オリフィス＋地下貯留槽 

※阻害行為区域面積が1,000m2未満であるため直接放流域で

ある道路からの流出分も対策施設で処理すると考える。 

＜計算手法＞ 

図2-3-5 開発道路のある分譲住宅の例（阻害行為区域1,000㎡未満） 

開発道路面積を区画面

積で按分 

ゴミ 

透水性舗装 
地下貯留槽 

浸透ます 

オリフィス 
放流 
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集水区域 

（
公
道
） 

（
公
道
） 

（
公
道
） 

2-3-4 例外２（阻害行為面積が1,000㎡以上の宅地分譲の集水区域の分割） 

 

雨水浸透阻害行為面積が1,000㎡以上かつ宅地分譲のような1区画500㎡未満の小規模

な宅地については、雨水浸透阻害行為面積に関係なく、道路を除く1区画の敷地を一つの

「集水区域」とみなして算定してもよいものとする。 

 

(1) 1区画 500㎡未満の宅地分譲(開発道路なし) 

分譲住宅のような 1区画 500㎡未満の小規模な宅地については、雨水浸透阻害行為面

積に関係なく、1区画の敷地を一つの「集水区域」として計算可能とする。 

   ただし、行為区域全体を一つの集水区域として対策施設を 1つにまとめる場合は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1区画 500㎡未満の宅地分譲(開発道路有り) 

阻害行為区域面積が 1000㎡以上の場合、原則、道路区域の雨水に対しては、道路区

域内で対策を行うこと。ただし移管先の管理者協議により設置出来ない場合は、分

譲住宅以外で対策施設を設置する事が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事区域面積＝800m2 

＜計画＞ 

分譲住宅 オリフィス＋地下貯留槽 

＜計算手法＞ 

図2-3-6 分譲住宅の例(集水区域の考え方) 

1区画を一つの集水区域

として扱う 

オリフィス 

地下貯留槽 

図2-3-7 開発道路のある分譲住宅の例（まとめて対策施設を設置） 

工事区域面積＝3,000m2 

＜基本＞ ＜道路外で対策＞ 

区画道路 

道路を含む 

集水区域 

放流 

公園 

地下貯留槽 

オリフィス 
区画道路 

(側溝→ 

地下貯留槽) 
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ア）阻害行為区域全体面積が1,000ｍ２以上の場合、開発道路が無対策であれば直接放流区域と

なる。この場合、開発道路を一つの集水区域とし、他の集水区域との対策後放流量の和を

許容放流量以下とすること。 

イ）開発道路が市町村道として移管される場合、将来管理者との協議により、対策施設の場所

や構造について検討すること。 

ウ）開発道路の雨水は道路内で対策することが原則であるが、イ）の対策が不可能でありやむ

を得ず宅地内で道路の雨水を対策する場合は、道路の将来管理者とよく協議し、購入者に

も十分説明を行い、理解を得ること。この場合、下図のような集水区域（宅地と前の道路

を一つの集水区域とした）を設定し、その区域の道路への降雨が、同一区域の宅地内対策

施設に確実に流入する構造とすること。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画道路 

地下貯留施設

排水側溝

道路対策用側溝

対策フロー図 

図2-3-8 道路対策分を宅地内対策施設で対応する場合の例 

開発道路 

を含む 
阻害行為 

区域面積 

道路分の直接放流量（Ｑ１） 

が全体の許容放流量（Ｑ0） 

を超えているか確認する。 

許容放流量を超えない場合 

（Ｑ＞Ｑ１）は Q0≧Q1＋Ｑ２ 

（各区画の放流量の合計） 

を満たすように計算 

対策施設を 

すべて設置可能 

対策施設を 

一部設置可能※１ 

道路と各区画で計算。 

許容放流量を超える場合 

（Ｑ0＜Q1）は道路内の対策施設を 

見直すか、宅地及び道路以外の 

場所で対策施設を設置する。※２ 

※１）設置可能とは管理者（継承予定者を含む）の合意が得られている状態を前提とする。 

※２）宅地や道路以外の場所に対策施設を設置する場合、その排水系統を明示し確実に道路の排水が対策施設に流れ込むことを

確認する。 

全体の許容放流量Ｑ０ 

道路の直接放流量Ｑ１ 

各区画の合計放流量Ｑ２ 

図2-3-9 開発道路を含む分譲宅地等の開発フロー図（1000ｍ２以上） 
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2-4 合成流出係数の算定 

2-4-1 土地利用形態と流出係数について 

(1) 宅地の範囲 

現況又は過去に建物が建っている場合や建物の建築を計画している場合は、最初に宅

地の範囲を設定し、その後宅地以外の範囲を見た目で判断する。 

 

 行為前の宅地の範囲の判断については、既存の建物が存在する場合には、まず「宅地の範

囲」を算出し、「宅地の範囲」に含まれない残りの土地については、表2-4-3に示す土地利用

区分毎に面積を求める。 

なお、現況で建物が無い場合でも、当該土地に過去に建物が建っていたことを証明できる

場合には、建物が存在する場合と同様に取扱う。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP1 既存建物に関する 

    ◇建築確認申請書に示された「敷地面積」 

    ◇都市計画法に基づく開発許可申請書に示された「開発区域の面積」 

    ◇農地転用許可申請書※（又は届出書※）に示された面積 

                   ※ただし、転用目的が建築物の建築に係るものに限る。 

   を宅地の範囲とする。（該当する書類を添付のこと） 

 

STEP2 STEP1 で宅地の範囲が明示できない場合、以下の方法により算出する。ただし、計画にて存

置する建物は除く。 

       宅地面積＝建物面積◆×宅地係数◆◆   

◆建物面積：建築面積、床面積、屋根面積のいずれか 

◆◆宅地係数：工事区域が、500～1,000㎡未満の場合 3.0、1,000㎡以上の場合 2.0） 

（敷地面積等に対する宅地面積の比率を用いて簡易に算出） 

 

 

・建築工事に伴い過去に提出した書類（図面も含む） 

・航空写真（国土交通省ＨＰなど）・都市計画基本図(1/2500) 

・登記簿(全部事項証明書)又は固定資産証明書 

表2-4-2 過去に建物があったことを証明する書類の例 

表2-4-1 行為前の宅地面積の算定手順 
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(2)宅地以外の土地利用形態の判断 

 

表 2-4-3 土地利用区分（１） 
土地利用 

形態 

流出係数 定義 

①宅地 

 

 

 

 

 

０．９ 

 

 

 

 

宅地の定義は、次に掲げる建物（工作物を含む。以下同じ。）

の用に供するための土地をいう。 

イ 現況において、建物の用に供している土地。 

ロ 過去において、写真及び図面等で建物の用に供していた

ことが明らかな土地。 

宅地の範囲は基本的に建築確認申請書の敷地面積の範囲

とする。（登記簿「地目」はあくまでも参考扱い） 

※なお、太陽光発電の用に供している土地は宅地と判断す

る。 

 

 

②池沼 

③水路 

④ため池 

１．０ 

 

常時又は一時的に水面を有する池沼、水路及びため池をい

う。なお、特定都市河川流域に指定以前に設置された防災調

整池も含む。 

 

⑤道路 

⑥(法面) 

■０．９（法面を有しない） 

■法面（不浸透性の材料に

覆われた法面１．０、植生

に覆われた法面０．４とす

る。）及び法面以外の土地

（０．９とする。）の面積

により加重平均。 

 

 

一般の交通の用に供する道路（高架の道路及び軌道法（大

正１０年法律第７６号）に規定する軌道を含む。）をいうも

のであり、当該道路の敷地の範囲を含む。なお、道路法（昭

和２７年法律第１８０号）に規定する道路かどうかを問わな

い。 

⑦鉄道線路 

⑧(法面) 

 

■０．９（法面を有しない） 

■法面（不浸透性の材料に

覆われた法面１．０、植生

に覆われた法面０．４とす

る。）及び法面以外の土地

（０．９とする。）の面積

により加重平均。 

 

鉄道線路とは鉄道の敷地のうち、線路の敷地の範囲（高架

の鉄道を含む。）をいう。なお、操車場は鉄道線路には含ま

ない。 

⑨飛行場 

⑩(法面) 

■０．９（法面を有しない） 

■法面（不浸透性の材料に

覆われた法面１．０、植生

に覆われた法面０．４とす

る。）及び法面以外の土地

（０．９とする。）の面積

により加重平均。 

 

飛行場は空港、ヘリポート等（飛行場の外に設置された航

空保安施設の敷地を含む。）をいう。 

 （ターミナル、格納庫、事務所、滑走路、エプロン、芝等） 

⑪不浸透性

の材料に覆

われた土地

（法面以外） 

０．９５ ○舗装された土地 

コンクリート等の不浸透性の材料※により覆われた土地（法

面を除く。） 

※一面を覆い、蓋がされるものが対象 

⑫不浸透性

の材料に覆

われた法面 

１．０ ○舗装された土地 

コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面。 

⑬排水施設

が整備され

たゴルフ場 

 

０．５ 

 

排水施設の設置目的から、ゴルフ場の敷地のすべてではな

く、当該排水施設の集水範囲の対象となる区域の土地をい

う。（排水平面図等確認のこと） 
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表 2-4-3 土地利用区分（２） 
土地利用 

形態 

流出係数 定義 

⑭排水施設

が設置され

た運動場そ

の他これに

類する施設 

 

０．８ 

 

運動場の敷地のすべてではなく、当該排水施設の集水範

囲の対象となる区域の土地をいう。 

（野球場、陸上競技場、サッカー場等） 

⑮ 締め固め

られた土地 

 

 

 

 

 

０．５ 

 

 

 

 

 

 

運動場、資材置き場、未舗装駐車場など、目的を持って

締め固められ、建築物が建築できる程度又は通常車両等が

容易に走行できる程度に締め固められた土地（⑬及び⑭に

掲げるものを除く。）をいう。 

その他、「公園の多目的広場」や「既設の庭の芝生など」、

車両が駐車できるような状態であれば締め固められた土地

とする。 

穴あきの植生ブロックや樹脂パレットの敷設も含まれ

る。 

⑯山地 

 

０．３ 

 

平均勾配が１０％以上の土地（①から⑮、⑰、⑱-1及び

⑱-2に掲げるものを除く。）をいう。） 

⑰人工的に

造成され植

生に覆われ

た法面 

 

０．４ 人工的に造成され植生に覆われた法面をいう。 

土地利用は法面のみとし、兼用の場合は別として扱う。 

平均勾配が１０％以上の土地 

※範囲を特定すること。(連続する工作物等) 

⑱-1 

林地・原野 

 

０．２ 

 

平均勾配が１０％未満で、一体的に林又は草地等を形成

している土地（①から⑮、⑰及び⑱-2に掲げるものを除く。）

をいう。 

⑱-2 

耕地 

 

０．２ 

 

耕作の目的に供される土地（水田（灌漑中であるか否か

を問わない。）を含む。）をいうこと。田・畑など示す。 
 
また、花壇や植栽帯など通常、人や車の出入りがなく、

ほぐした状態が維持される場所であれば、耕地扱いとする。 
 
なお、公園や庭の「芝生（広場）」も「計画」において、

整備の施工段階で一旦締め固められた土地であっても、十

分耕起が行われることによって、整備後、通常車両等が容

易に走行できる程度までは締め固められていない状態と

なって、維持されるものについては、耕地として扱うこと

も可能。 

※範囲を特定すること。(連続する工作物等必要) 

 

 

＜留意事項＞ 

１． 宅地は、建物等と庭園、駐車場等その付属施設を含めて宅地と判断する。 

宅地の区域については、現況(過去)と計画において判断が異なり、詳細は、1-5-2､1-5-3を参照。 

２． 池沼、水路及びため池については、堤防等一体として考えられる範囲を一括して設定する。 

３． 道路（高架道路を含む。）は、行為区域内の路肩から路肩までの範囲（歩道又は植栽帯がある場合はこ

れらを含む。）について道路（法面を有しないもの。）の流出係数を適用する。舗装・未舗装にかかわ

らない。 

４． 鉄道は、駅舎、付属施設及び路線の敷地すべてが含まれる。 

５． 飛行場は、滑走路、誘導路、過走帯、駐機場、着陸帯、ターミナル施設、芝等の敷地の範囲が含まれる。 

６． ゴルフ場及び運動場は、排水施設(暗渠等)の集水区域を対象として設定すること。 

７． 未舗装駐車場とは、不浸透性の材料に覆われた物以外の状態のことをいう。（例：砕石舗装は未舗装） 
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2-4-2 行為前後の流出係数の算定について 

 

対策工事の規模の算定に使用する行為前の流出係数は、行為区域と区域外流入の範囲に

ついて、土地利用毎の流出係数を、その面積を重みとして按分することによる一様な流出

係数（合成流出係数）を算定する。 

対策工事の規模の算定に使用する行為後の流出係数は、集水区域ごとに合成流出係数を

算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4-1 行為前後の流出係数の算定 

行為前 

行為後 集水区域 

流水方向 

…流出係数 

…土地形態ごとの面積 

砕石 田畑･緑地 

コンクリート･アスファルト 

調整池（池沼） 

 

 

 

 

 

 

 

行為前の合成流出係数 

集水区域① 

集水区域② 

行為後の集水区域①の合成流出係数 

行為後の集水区域②の合成流出係数 

（直接放流区域） 
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2-4-3 集水区域が行為区域外を含む場合の流出係数  

 

集水区域が区域外を含む場合、行為前後の流出雨水量は集水区域全体での合成流出係数を

用いて算出する。なお、集水区域のうち区域外の合成流出係数は行為前後で変わらない。 

 

【解説】 

行為区域と行為区域外の雨水を併せて雨水貯留浸透施設に流入させて、対策工事を実施す

る場合は、行為区域の行為前の合成流出係数(  )と行為区域外の合成流出係数(  )を併

せて加重平均したものを行為前の合成流出係数(  )とする。 

また、行為後の合成流出係数の算定は、行為区域の合成流出係数(  )と行為区域外の合

成流出係数(  )を併せて加重平均したものを行為後の合成流出係数(  )とする。 

ここで、行為区域外の合成流出係数(fb)は行為前後で変わらない。 

ただし、雨水浸透阻害行為面積が1,000㎡未満の場合は、行為区域外について考慮せず、設

計することも可能である。 

 

雨水浸透阻害行為前 

                         合成流出係数 

 

 

 

 

 

 

雨水浸透阻害行為後 

                          合成流出係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行為区域外 

行為区域 面積 Ab 

面積 Aa 

雨水貯留浸透施設 

 

 

行為区域外 

行為区域 面積 Ab 

面積 Aa AbAa

AbfbAafa
f




 0

0

AbAa

AbfbAafa
f






0fa

fa
fb

fb

0fa fb

0f

fa

fb f

行為前 

行為後 

図2-4-2 区域外を含めた集水区域の行為前後の流出係数の算定 
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2-4-4 様式Ａ’による合成流出係数の算出 

  集水区域ごとの合成流出係数は、様式Ａ’を使用して算出できる。 

  様式Ａ’は「調整池容量計算システム」の「流出係数の設定」タグで使用する様式であ

る。この様式Ａ’は、行為区域外を含めた集水区域の行為前後の土地利用形態ごとの面積

を入力する。 

  イエロー部分に面積(ha)を入力すると自動的に算出される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表2-4-4 様式Ａ’ 

行為前 行為後

0.200 0.900

土地利用の形態の細区分 流出係数
行為前面

積
（ha）

行為後面
積

（ha）

－ 0.100000 0.100000

宅地 0.90 0.100000

池沼 1.00

水路 1.00

ため池 1.00

道路(法面を有しないもの） 0.90

道路（法面を有するもの）

鉄道線路（法面を有しないもの） 0.90

鉄道線路（法面を有するもの）

飛行場（法面を有しないもの） 0.90

飛行場（法面を有するもの）

不浸透性材料により舗装された土
地（法面を除く）

0.95

不浸透性材料により覆われた法面 1.00

ゴルフ場（雨水を排除するための
排水施設を伴うものに限る）

0.50

運動場その他これに類する施設
（雨水を排除するための排水施設
を伴うものに限る）

0.80

ローラーその他これに類する建設
機械を用いて締め固められた土地

0.50

山地 0.30

人工的に造成され植生に覆われた
法面

0.40

林地、耕地、原野その他ローラー
その他これに類する建設機械を用
いて締め固められていない土地

0.20 0.100000

そ

の

他

流出係数算定結果

上
記
第
１
号
か
ら
第
３
号
に
掲

げ
る
土
地
以
外
の
土
地

宅
地
等
以
外
の
土
地

宅
地
等
に
該
当
す
る
土
地

雨水浸透阻害行為の技術基準として設定する流出係数

第
２
号

関
　
連

第
１
号
関
連

区分

第
３
号

関
　
連

計

「調整池容量計算システム」の 

一番左のタグ「流出係数の設定」で 

「エクセルファイル表示」ボタンを 

クリック。 

面積を入力し、名前を付けて保存。 

② 行為前の土地利用形態ごと

の面積(ha)をこの列に 

入力。 10,000㎡＝1ha 

① 行為後の土地利用形態ごと

の面積(ha)をこの列に 

入力。 10,000㎡＝1ha 

合成流出係数 

自動計算 

合計面積。自動計算。 

行為前後面積が違うとエラー 

(実際はイエローに着色されていません) 
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2-4-5 システムへの集水区域面積と合成流出係数の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4-3  

行為面積と 

行為前後の合成流出係数の

システムへの入力 

②自動的に面積と 

行為前後の合成流出 

係数が表示される。 

③設定ボタンをクリックすると 

次のメッセージが表示されるので

「はい」をクリック。 

① 「調整池容量計算システム」の 

最初のタグ「流出係数の設定」で 

「参照」ボタンをクリック。 

先ほど作成した「流出係数(○○)」

を指定して、開くボタンをクリック。 
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2-5 基準降雨 

2-5-1 基準降雨 

 

対策工事の規模の算定にあたって、流出雨水量の最大値を算定する際に用いる基準降雨は、 

① 確率年を１０年、②降雨波形を中央集中型、 

③ 洪水到達時間を１０分、④降雨継続時間を２４時間とする。 

なお、500㎡以上1,000㎡未満の雨水浸透阻害行為に用いる基準降雨は、確率年を３年と

する。【新川・境川（逢妻川）・猿渡川流域】 

 

表 2-5-1 基準降雨（10年確率） 

 

   降雨波形：中央集中型        24時間総雨量：      204.8mm 

   生起確率：10年に１度        最大降雨強度(1時間)：    63.0mm/h 

                          最大降雨強度(10分間)：  120.8mm/h 

時 分 
降雨強度 

時 分 
降雨強度 

時 分 
降雨強度 

時 分 
降雨強度 

(mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) 

0 

0-10 2.5  

6 

0-10 4.4  

12 

0-10 77.1  

18 

0-10 4.2  

10-20 2.5  10-20 4.5  10-20 47.2  10-20 4.1  

20-30 2.5  20-30 4.6  20-30 34.5  20-30 4.0  

30-40 2.5  30-40 4.7  30-40 27.4  30-40 4.0  

40-50 2.6  40-50 4.8  40-50 22.8  40-50 3.9  

50-60 2.6  50-60 4.9  50-60 19.6  50-60 3.8  

1 

0-10 2.6  

7 

0-10 5.1  

13 

0-10 17.2  

19 

0-10 3.7  

10-20 2.7  10-20 5.2  10-20 15.4  10-20 3.7  

20-30 2.7  20-30 5.4  20-30 13.9  20-30 3.6  

30-40 2.7  30-40 5.6  30-40 12.7  30-40 3.5  

40-50 2.8  40-50 5.7  40-50 11.7  40-50 3.5  

50-60 2.8  50-60 5.9  50-60 10.9  50-60 3.4  

2 

0-10 2.9  

8 

0-10 6.2  

14 

0-10 10.2  

20 

0-10 3.3  

10-20 2.9  10-20 6.4  10-20 9.5  10-20 3.3  

20-30 2.9  20-30 6.6  20-30 9.0  20-30 3.2  

30-40 3.0  30-40 6.9  30-40 8.5  30-40 3.2  

40-50 3.0  40-50 7.2  40-50 8.1  40-50 3.1  

50-60 3.1  50-60 7.5  50-60 7.7  50-60 3.1  

3 

0-10 3.1  

9 

0-10 7.9  

15 

0-10 7.4  

21 

0-10 3.0  

10-20 3.2  10-20 8.3  10-20 7.1  10-20 3.0  

20-30 3.2  20-30 8.8  20-30 6.8  20-30 3.0  

30-40 3.3  30-40 9.3  30-40 6.5  30-40 2.9  

40-50 3.3  40-50 9.8  40-50 6.3  40-50 2.9  

50-60 3.4  50-60 10.5  50-60 6.0  50-60 2.8  

4 

0-10 3.4  

10 

0-10 11.3  

16 

0-10 5.8  

22 

0-10 2.8  

10-20 3.5  10-20 12.2  10-20 5.7  10-20 2.8  

20-30 3.6  20-30 13.3  20-30 5.5  20-30 2.7  

30-40 3.6  30-40 14.6  30-40 5.3  30-40 2.7  

40-50 3.7  40-50 16.2  40-50 5.2  40-50 2.7  

50-60 3.8  50-60 18.3  50-60 5.0  50-60 2.6  

5 

0-10 3.8  

11 

0-10 21.1  

17 

0-10 4.9  

23 

0-10 2.6  

10-20 3.9  10-20 24.9  10-20 4.8  10-20 2.6  

20-30 4.0  20-30 30.5 20-30 4.6  20-30 2.5  

30-40 4.1  30-40 39.8  30-40 4.5  30-40 2.5  

40-50 4.2  40-50 58.3  40-50 4.4  40-50 2.5  

50-60 4.3  50-60 120.8  50-60 4.3  50-60 2.4  
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表 2-5-2 基準降雨（３年確率） 

 

「調整池容量計算システム」で使用する降雨データファイルは次のアドレスでダウンロー

ドできます。 

● 新川、境川・逢妻川・猿渡川流域の10年に1回の確率降雨

http://www.sougo-chisui.jp/shinkawa/usui-taisaku/data/kouu(aichi1-10).xls  

 3年に1回の確率降雨 

http://www.sougo-chisui.jp/shinkawa/usui-taisaku/data/kouu(aichi1-3).xls 

新川・境川流域総合治水協議会のホームページ」→  

新川流域又は境川・逢妻川・猿渡川流域の「特定都市河川浸水被害対策法」→  

「愛知県の基準降雨」ダウンロードはこちら 

   降雨波形：中央集中型        24時間総雨量：      137.6mm 

   生起確率：３年に１度        最大降雨強度(1時間)：   44.3mm/h 

                         最大降雨強度(10分間)：   98.2mm/h 

時 分 
降雨強度 

時 分 
降雨強度 

時 分 
降雨強度 

時 分 
降雨強度 

(mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) 

0 

0-10 1.7  

6 

0-10 3.0  

12 

0-10 52.9  

18 

0-10 2.9  

10-20 1.8  10-20 3.0  10-20 30.0  10-20 2.8  

20-30 1.8  20-30 3.1  20-30 21.5  20-30 2.8  

30-40 1.8  30-40 3.2  30-40 17.0  30-40 2.7  

40-50 1.8  40-50 3.3  40-50 14.1  40-50 2.7  

50-60 1.8  50-60 3.3  50-60 12.2  50-60 2.6  

1 

0-10 1.9  

7 

0-10 3.4  

13 

0-10 10.7  

19 

0-10 2.6  

10-20 1.9  10-20 3.5  10-20 9.6  10-20 2.5  

20-30 1.9  20-30 3.6  20-30 8.8  20-30 2.5  

30-40 1.9  30-40 3.7  30-40 8.1  30-40 2.4  

40-50 2.0  40-50 3.8  40-50 7.5  40-50 2.4  

50-60 2.0  50-60 4.0  50-60 7.0  50-60 2.4  

2 

0-10 2.0  

8 

0-10 4.1  

14 

0-10 6.5  

20 

0-10 2.3  

10-20 2.0  10-20 4.2  10-20 6.2  10-20 2.3  

20-30 2.1  20-30 4.4  20-30 5.8  20-30 2.3  

30-40 2.1  30-40 4.6  30-40 5.5  30-40 2.2  

40-50 2.1  40-50 4.7  40-50 5.3  40-50 2.2  

50-60 2.1  50-60 4.9  50-60 5.0  50-60 2.2  

3 

0-10 2.2  

9 

0-10 5.2  

15 

0-10 4.8  

21 

0-10 2.1  

10-20 2.2  10-20 5.4  10-20 4.6  10-20 2.1  

20-30 2.2  20-30 5.7  20-30 4.5  20-30 2.1  

30-40 2.3  30-40 6.0  30-40 4.3  30-40 2.0  

40-50 2.3  40-50 6.3  40-50 4.2  40-50 2.0  

50-60 2.3  50-60 6.7  50-60 4.0  50-60 2.0  

4 

0-10 2.4  

10 

0-10 7.2  

16 

0-10 3.9  

22 

0-10 2.0  

10-20 2.4  10-20 7.7  10-20 3.8  10-20 1.9  

20-30 2.5  20-30 8.4  20-30 3.7  20-30 1.9  

30-40 2.5  30-40 9.2  30-40 3.6  30-40 1.9  

40-50 2.5  40-50 10.2  40-50 3.5  40-50 1.9  

50-60 2.6  50-60 11.4  50-60 3.4  50-60 1.9  

5 

0-10 2.6  

11 

0-10 13.1  

17 

0-10 3.3  

23 

0-10 1.8  

10-20 2.7  10-20 15.4  10-20 3.2  10-20 1.8  

20-30 2.7  20-30 18.9  20-30 3.1  20-30 1.8  

30-40 2.8  30-40 25.0  30-40 3.1  30-40 1.8  

40-50 2.9  40-50 37.9  40-50 3.0  40-50 1.8  

50-60 2.9  50-60 98.2  50-60 2.9  50-60 1.7  
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A1（前開発）面積 （A1+A2)面積 設計方針

A1+A2<500m2 許可不要

500m2≦A1+A2<1,000m2
A1、A2それぞれ１／３降雨
での対策施設を設置する。

1,000m2≦A1+A2
A1、A2それぞれ１／１０降雨
での対策施設を設置する。

A1：降雨（１／３）のまま

A2：降雨（１／３）

A1：降雨（１／３）のまま

A2：降雨（１／１０）

集水面積：A2

確率降雨強度：１／１０

A1≧1,000m2

（１／１０許可済）
（1,000m

2
≦A1+A2）

A1<500m2

（許可不要）

500m
2
<A1+A2<1,000m

2

500m
2
≦A1<1,000m

2

（１／３許可済）
1,000m

2
≦A1+A2

2-5-2 システムへの基準降雨の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-3 変更申請で行為区域が拡大した場合の基準降雨 

  

 

 

 
  
 

表 2-5-3 一連区域を開発する場合の変更許可時の確率降雨強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
注１）ここでいう許可済とは、前開発の許可があり、許可による行為が完了し、完

了検査を受け検査済証が交付されたものをいう。許可済であっても、検査済
証未交付の場合には、特に A1＋A2で 1,000ｍ2以上となった場合について、A1
部分の確率降雨強度は１/１０での対策施設を設計すること。 

 
  注２）対策施設については必ずしも A1 内で設置するものではなく、例えば A1 分の

対策量を A2 内で設置してもよい。（ただし、確実に A1 分の対策量が A2 に設
置された施設に流れるようにすること。） 

 
 

※Ａ１とＡ２の間に既設部分がある場合も含む Ａ２ 

新設 

Ａ１ 

前開発 

「調整池容量計算システム」の 

左から 2番目のタグ「流出計算」で 

「参照」ボタンをクリック。 

10年に 1回の雨「kouu(aichi1-10)」 

3年に 1回の雨「kouu(aichi1-3)」 

を指定して、開くボタンをクリック。 

図2-5-1 システムの基準降雨入力‘ 
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2-6 行為区域からの流出雨水量の算定 

2-6-1 流出雨水量の算定式 

 

行為前後における流出雨水量の算定は、次に掲げる式（合理式）により 

１０分ごとに算定する。 

 

 

 

   

2-6-2 システムでの行為前後の流出雨水量の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「調整池容量計算システム」の左から 2番目のタグ 

「流出計算」で「参照」ボタンをクリック。 

10年に 1回の雨「kouu(aichi1-10)」 

3年に 1回の雨「kouu(aichi1-3)」 

を指定して、開くボタンをクリック。 

図2-6-1  

システムによる行為前後 

流入量の算定 

③「流入量-時間関係 結果

表示」ボタンをクリック。 

様式Ｂ（行為前後の流入量と

グラフ）が表示される。 

時刻 行為前流入量 行為後流入量 降雨強度

11:00 0.000900 0.004050 18.3000

11:10 0.001020 0.004580 21.1

11:20 0.001170 0.005280 24.9

11:30 0.001380 0.006220 30.5

11:40 0.001690 0.007620 39.8

11:50 0.002210 0.009950 58.3

12:00 0.003240 0.014580 120.8

12:10 0.006710 0.030200 77.1

12:20 0.004280 0.019270 47.2

12:30 0.002620 0.011800 34.5

12:40 0.001920 0.008630 27.4

12:50 0.001520 0.006850 22.8

13:00 0.001270 0.005700 19.6000

13:10 0.001090 0.004900 17.2000

13:20 0.000960 0.004300 15.4000

13:30 0.000860 0.003850 13.9000

13:40 0.000770 0.003470 12.7000

13:50 0.000710 0.003170 11.7000

14:00 0.000650 0.002920 10.9000

行為後流入量 

0.030200m3/s 

行為前流入量 

0.006710m3/s 

様式Ｂ 

最大流入量を赤枠で

囲む 

行為前後の流入量の 

最大値を貼り付ける 

②「計算実行」ボタンを 

クリック。 

「ピーク流入量」に行為前

後の流入量が表示される。 

行為区域(又は集水区域)からの流出雨水量  

行為区域(又は集水区域)の合成流出係数 

県が示した基準降雨 

行為区域(又は集水区域)の面積 

:Q

10,000

1

360

1
････ ArfQ  :f

:r
:A
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2-7 浸透施設の効果の算定 

2-7-1 設計に使用する浸透施設の浸透量の算定方法 

 

浸透施設の設計に使用する単位浸透量（単位設計浸透量）  は、比浸透量  に 

土壌の飽和透水係数  と各種影響係数 を乗じて算定するものとする。 

 また、比浸透量  は、現地透水試験結果を参考に、浸透施設の形状と設計水頭をパ

ラメータとする簡便式を用いて算定する。 

施設の単位設計浸透量   

＝比浸透量  ×飽和透水係数  ×各種影響係数 

 

   ：設計に用いる浸透施設単位（1ｍ、1 個あるいは 1 ㎡）当たりの浸透量（m3/hr） 

   ：浸透施設の形状と設計水頭により簡易式で算出した比浸透量（㎡） 

：土壌の飽和透水係数(m/hr)  

   ：各種影響係数 

 

2-7-2 飽和透水係数について 

 

① 土壌の飽和透水係数 

浸透量の算定式で使用する飽和透水係数については、「現地浸透試験の結果」を用い

ることを標準とする。（現地浸透試験方法は、この章の最後に示す。） 

なお、「公共事業を除く阻害行為面積が１ha 未満の行為」については下の値を用いる

ことが出来ることとする。  

 

飽和透水係数 (参考値)  ＝ 0.03（m/hr） ＜新川流域＞ 

             ＝ 0.01（m/hr） ＜境川（逢妻川）・猿渡川流域＞ 

 

2-7-3 影響係数について 

 

① 影響係数 

浸透量を規定する主要な因子としてとり扱うのは「地下水位」と「目づまり」による

ものとする。影響係数  は各因子の影響数値を乗じることで算出する。 

 

影響係数  ＝地下水位による影響（K1）×目づまりによる影響（K2） 

 

 

影響する因子名 数値 浸透施設 

地下水位の影響（K1） ０.９ すべて 

目づまりの影響 (K2) 
０.９ 

浸透ます、浸透トレンチ、浸透側溝 

地下浸透貯留施設 

０.５ 透水性舗装 

fK

C

0k
fK

fK

0k

Q

Q

Q

C

C

0k

fK

0k

0k

0k

C

C

C

表2-7-1 因子ごとの浸透量への影響 
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2-7-4 比浸透量の算定について 

基本的には、浸透施設の比浸透量（Kf）は浸透施設の種類・形状と設計水頭から次表の

基本式を用いて算出する。 

 

 

 

 

 

   

表2-7-2 各種浸透施設の比浸透量〔Kf値(m2)〕算定式（１） 

地下貯留浸透施設に適用可能 

参  考 

影響係数 
地下水 0.9・目詰まり 0.5 地下水 0.9・目詰まり 0.9 

地下水 0.9・目詰まり 0.9 
参  考 

影響係数 
地下水 0.9・目詰まり 0.9 
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表2-7-2 各種浸透施設の比浸透量〔Kf値(m2)〕算定式（２） 

地下貯留浸透施設に適用可能 

地下貯留浸透施設に適用可能 

参  考 

影響係数 
上の３施設全ての影響係数 地下水 0.9・目詰まり 0.9 

地下貯留浸透施設に適用可能 
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2-7-5 表 2-7-2以外の施設形状の補正について 

施設形状が表 2-7-2にない場合は、次のとおり比浸透量の補正を行う。 

（１） 浸透ます 

①矩形のます；底面浸透のみの場合 

矩形ますの底面のみの場合は、矩形の面積を変えずに、正方形に換算して「正方形ま
す」の「底面」の式を採用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

②側面浸透のみの場合 

   「側面及び底面」の比浸透量 －「底面のみ」の比浸透量 
 

（２） 浸透側溝 

①「底面のみ」または「側面のみ」の場合は、標準式に「補正係数」を乗じる。 

   比浸透量＝「標準施設の比浸透量」×「補正係数」 
 

【標準】          【側面】       【底面】  
 
 
 
 
 
 
 
 

補正係数          Ｈ／（Ｈ＋Ｗ）   Ｗ／（Ｈ＋Ｗ）  
 
 

（３）地下貯留浸透施設（浸透ますの式を採用） 

  ①地下貯留浸透施設の底面の形状が凸凹の場合は、矩形に換算して、比浸透量を算出する。 

 

1)砕石を含む底面積Ａ㎡を基に、ＷまたはＬの一辺を 

固定し、残りの一辺（Ｗ‘またはＬ’）を求める。 

2)矩形のますの式を用いて比浸透量を求める。 

例）Ｌを固定した場合 

Ｗ‘＝Ａ／Ｌ 

矩形Ｌ×Ｗ‘として比浸透量を計算する 

 

 

 

 

 

面積Ａ 
面積Ａ 

Ｗ 

Ｗ 

Ｗ 

Ｈ Ｈ Ｈ 

Ｗ 
Ｗ 

Ｗ 

底面積 

Ａ㎡ 

Ｌ 
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2-7-6 浸透施設の空隙貯留機能の算定について 

 

浸透施設は施設内空部や砕石等の空隙による貯留現象を効果として見込むことができ

る。なお、施設の種類ごとの貯留容量の算定の仕方は、第４章の該当する浸透施設の種

類の項を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材  料 設計値 文献による参考値 

単粒度砕石（S-30、S-40） 40% 30～40%※1 

クラッシャーラン 

10％ 

骨材間隙率 6～18%※2 

粒度調整砕石 骨材間隙率 3～15%※2 

透水性アスファルト混合物 10～20%未満※３ 

透水性瀝青安定処理路盤 同上 

透水性コンクリート 20％ 連続空隙率 20%※4 

プラスチック製貯留材 
使用する製品のカタロ

グ値を採用 

60～95%※4 

空隙率は製品により異なり、また

98％の空隙率を有するものもある 

 

 

図2-7-1 浸透施設の種類ごとの空隙貯留が見込める範囲 

表2-7-3 材料ごとの空隙率 

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 
設計水頭 

フィルター砂 
フィルター砂 

設計水頭 設計水頭 

フィルター砂 

（ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管底高まで） 

透水性舗装 浸透トレンチ 
浸透ます 

浸透側溝 

地下貯留浸透施設 

空隙貯留機能 

が見込める範囲 
フィルター砂 

設計水頭 

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管底高 

施設形状が表にない

場合は、第４章の該

当する浸透施設の種

類の項を参照するこ

と。 

フィルター砂 

設計水頭 

通常、側溝内の空隙は 

計上できない。 

堰等を設け貯留する場合

のみ、計上可能。 
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2-7-7 浸透施設の比浸透能力及び空隙貯留容量の算定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計水頭 

設計水頭 

透水性舗装 

浸透トレンチ 

浸透ます 

正方形ます(側面及び底面) W≦1m の式を適用 

図より設計水頭 H=0.75m,砕石横幅 W=0.8m 

 

Kf=(0.120×Ｗ+0.985)Ｈ2+(7.837×Ｗ+0.82)Ｈ+(2.858Ｗ-0.283) 

=(0.120×0.8+0.985)×0.752+(7.837×0.8+0.82)×0.75+ 

(2.858×0.8-0.283) 

=7.9286625 ≒7.929 (m2/個)  

【小数点４桁四捨五入】 

単粒度砕石とマス内空の容積を求める。 

図より砕石部は設計水頭 H=0.75m,ます横幅 W=0.8m 

   マス本体はH=0.55m,直径0.40m 

 

単粒度の容積は、V1=0.75×0.80×0.80 - 0.55×0.2×0.2×3.14 

                  =0.41092≒0.41 (m3/個)  空隙率40% 

マスの内空容積は V2= 0.55×0.2×0.2×3.14 

                  =0.06908≒0.07 (m3/個)  空隙率100% 

【小数点２桁四捨五入】 

透水性舗装 の式を適用 

図より設計水頭 H=0.30m 

 

Kf=0.014Ｈ+1.287=0.014×0.3+1.287= 1.291 (m2/m) 

【小数点４桁四捨五入】 

舗装の容積を求める。 

図より設計水頭 H=0.30m 

 

舗装の容積は、V=1.00×0.30 =0.30 (m3/m)  空隙率10% 

【小数点２桁四捨五入】 

設計水頭 

浸透トレンチ の式を適用 

図より設計水頭 H=0.60m,砕石横幅 W=0.60m 

 

Kf=3.093Ｈ+(1.34Ｗ+0.677)=3.093×0.6+(1.34×0.6+0.677) 

=3.3368 = 3.337(m2/m)  

【小数点４桁四捨五入】 

単粒度砕石と有孔管内空の容積を求める。 

図より砕石部は設計水頭 H=0.60m,砕石横幅 W=0.60m 

   有孔管本体は直径0.20m 

 

単粒度の容積は、V1=1.00×0.60×0.60 -1.00×0.1×0.1×3.14 

                  =0.3286≒0.33 (m3/m)  空隙率40% 

有孔管の内空容積は V2=1.0×0.1×0.1×3.14 

                  =0.0314≒0.03 (m3/m)  空隙率100% 

【小数点２桁四捨五入】 

【空隙量】 

【空隙量】 

【空隙量】 

【比浸透量】 

【比浸透量】 

【比浸透量】 

表2-7-4 比浸透量と空隙貯留容量の算定例 
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2-7-8 設計浸透量の算定について 

 

浸透施設は、集水区域ごとに排水系統を考慮し浸透施設を統合して考える。 

設計に使用する浸透施設の浸透量（設計浸透量）は、集水区域ごとに各施設の単位設計

浸透量にその設置数値を乗じて、これらを合計することにより算定するものとする。 

 

   浸透施設を個々に評価すると、計算が煩雑になるので、集水区域内の浸透施設を統合し

て「一つの大きな浸透施設」として計算する。 

 

2-7-9 エクセルファイル（浸透施設_一定量）を使った浸透能力の算定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸透マス 透水性舗装 その他 浸透マス 透水性舗装 その他

1 .54 10 .46 0 .00 18 .49 ｍ3/ｈｒ 1 .872 18 .000 0 .000 32 .832 ｍ3

0 .00513 ｍ3/s

条件設定 条件設定

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 7.929 0.03 8.00 0.90 0.90 1.00 1 3.28 40.00

2 0.90 0.90 1.00 2 0.56 100.00

3 0.90 0.90 1.00 3

4 0.90 0.90 1.00 4

5 0.90 0.90 1.00 5

6 0.90 0.90 1.00 6

7 0.90 0.90 1.00 7

8 0.90 0.90 1.00 8

9 0.90 0.90 1.00 9

10 0.90 0.90 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 3.337 0.03 80.00 0.90 0.90 1.00 1 26.40 40.00

2 0.90 0.90 1.00 2 2.40 100.00

3 0.90 0.90 1.00 3

4 0.90 0.90 1.00 4

5 0.90 0.90 1.00 5

6 0.90 0.90 1.00 6

7 0.90 0.90 1.00 7

8 0.90 0.90 1.00 8

9 0.90 0.90 1.00 9

10 0.90 0.90 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.291 0.03 600.00 0.90 0.50 1.00 1 180.00 10.00

2 0.90 0.50 1.00 2

3 0.90 0.50 1.00 3

4 0.90 0.50 1.00 4

5 0.90 0.50 1.00 5

6 0.90 0.50 1.00 6

7 0.90 0.50 1.00 7

8 0.90 0.50 1.00 8

9 0.90 0.50 1.00 9

10 0.90 0.50 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 0.90 0.90 1.00 1

2 0.90 0.90 1.00 2

3 0.90 0.90 1.00 3

4 0.90 0.90 1.00 4

5 0.90 0.90 1.00 5

6 0.90 0.90 1.00 6

7 0.90 0.90 1.00 7

8 0.90 0.90 1.00 8

9 0.90 0.90 1.00 9

10 0.90 0.90 1.00 10

【その他】

影響係数
設置数量
（単位）

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位）

比浸透量（㎡）
飽和透水係数

（m/hr）

浸透施設能力算定結果

浸透施設能力算定結果

影響係数

【浸透マス】
設置数量

（個）

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/個）

浸透トレンチ

6 .49

比浸透量（㎡）
飽和透水係数

（m/hr）

比浸透量（㎡）
飽和透水係数

（m/hr）

【透水性舗装】

影響係数
設置数量

（㎡）

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡）

比浸透量（㎡）
飽和透水係数

（m/hr）

【透水性塗装】
体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

【浸透トレンチ】

体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

【浸透マス】

影響係数単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m）
設置数量

（ｍ）

空隙貯留量算定結果

浸透トレンチ 空隙貯留量算定結果

12 .960

【その他】
体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

【浸透トレンチ】
体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

+ + ＝
＝

+ + + ＝+

行為区域面積(集水区域) Ａ＝1000㎡ 

行為前 0.2(畑)→行為後0.9(宅地) 

対策施設 

浸透ます Ｎ＝8個 

浸透トレンチ Ｌ＝80ｍ 

透水性舗装 Ａ＝600 ㎡ 

対策例(浸透施設のみ) 

「調整池容量計算システム」の 

左から２番目のタグ「浸透能力の算

出」で「エクセルファイル表示」 

ボタンをクリック。 

 

 

 

「浸透施設_一定量(ｻﾝﾌﾟﾙ)」に 

数値を入力。名前をつけ保存。 
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 (1)浸透ますの入力 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)浸透トレンチの入力 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)透水性舗装の入力 

 

 

 

 

 

 

 

(4)浸透能力と空隙貯留能力の統合（自動計算） 

  エクセルファイルの上部で自動計算された結果が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件設定 条件設定

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 7.929 0.03 8.00 0.90 0.90 1.00 1 3.28 40.00

2 0.90 0.90 1.00 2 0.56 100.00

3 0.90 0.90 1.00 3

4 0.90 0.90 1.00 4

影響係数

【浸透マス】
設置数量

（個）

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/個）

比浸透量（㎡）
飽和透水係数

（m/hr）

体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

【浸透マス】

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 3.337 0.03 80.00 0.90 0.90 1.00 1 26.40 40.00

2 0.90 0.90 1.00 2 2.40 100.00

3 0.90 0.90 1.00 3

比浸透量（㎡）
飽和透水係数

（m/hr）

【浸透トレンチ】

影響係数単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m）
設置数量

（ｍ）
【浸透トレンチ】

体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.291 0.03 600.00 0.90 0.50 1.00 1 180.00 10.00

2 0.90 0.50 1.00 2

【透水性舗装】

影響係数
設置数量

（㎡）

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡）

比浸透量（㎡）
飽和透水係数

（m/hr）

【透水性塗装】
体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

浸透マス 透水性舗装 その他

1 .54 10 .46 0 .00 18 .49 ｍ3/ｈｒ

0 .00513 ｍ3/s

浸透施設能力算定結果

浸透施設能力算定結果浸透トレンチ

6 .49+ + ＝
＝

+

浸透マス 透水性舗装 その他

1 .872 18 .000 0 .000 32 .832 ｍ3

空隙貯留量算定結果

浸透トレンチ 空隙貯留量算定結果

12 .960+ + ＝+

式で算出した 

１個あたりの

非浸透量 

新川 0.03 

境川 0.01 

浸透ます 

個数 
影響係数Ｃ 

0.9と 0.9 

単粒度砕石の容量と空隙率 40% 

ますの内空容積と空隙率 100% 

式で算出した 

１ｍあたりの

非浸透量 

新川 0.03 

境川 0.01 

浸透ﾄﾚﾝﾁ 

延長 
影響係数Ｃ 

0.9と 0.9 

単粒度砕石の容量と空隙率 40% 

有孔管の内空容積と空隙率 100% 

式で算出した 

１㎡あたりの

非浸透量 

新川 0.03 

境川 0.01 

透水性舗装 

面積 
影響係数Ｃ 

0.9と 0.5 

舗装と砕石の容量と空隙率 10% 

イエローのセルに手入力(実際は着色されていません) 

イエローのセルに手入力(実際は着色されていません) 

イエローのセルに手入力(実際は着色されていません) 

統合された仮想の施設の浸透能力は 

0.00513 m3/s 

統合された仮想の施設の空隙貯留容量は 

32.832 m3 
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2-7-10 システムによる浸透施設の効果の算定 

 

貯留現象を見込む場合の浸透施設の効果の算定は、浸透能力を先に流出雨水量から控

除し、控除後の残雨量が砕石等の空隙が満杯になるまで貯留すると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 集水区域が１つの場合、「浸透考慮後のピーク流入量≦許容放流量」ならば、ＯＫ。 

ＮＧの場合は、浸透施設を増工するか、貯留施設を増工する。 

 

2-7-11 システムのグラフによる浸透施設の効果の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸透施設だけの効果を 

「流入出量―時間関係結果表示」 

ボタンで表示することが 

できます。 

① 「調整池容量計算システム」の 

左から 3 番目のタグ「浸透能力の算

定」で「参照」ボタンをクリック。 

先ほど作成し名前を付け保存した 

「浸透施設_一定量(○○○○)」 

を指定して、開くボタンをクリック。 

②「計算実行」ボタンを 

クリック。 

③浸透考慮前ピーク流量 

(行為後ピーク流入量と同じ) 

と浸透考慮後ピーク流入量が 

が表示される。 

ここで、集水区域が１つの場合、

「浸透考慮後のピーク流入量≦

許容放流量」ならば、ＯＫ。 
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浸透のみ考慮 0.025070m3/s 浸透能力のみの 

低減量 0.00513m3/s 

行為後流入量 0.030200m3/s 

0.00513m3/s低減 

24時間中 

0.00513m3/s 

低減し続ける 

統合した浸透施設の浸透能力 

「0.00513m3/s」を 24時間中浸透 

し続ける。流入量が少ないときは、 

全量浸透する。 

 

浸透能力のみを計上したグラフ 

空隙貯留容量 

32.832m3 

浸透しきれない流入量が、空隙に 

貯まっていき、満杯になると 

オーバーフローして外に出る。 

統合した浸透施設の浸透能力＋貯留効果を反映したグラフ 

行為後流入量 0.030200m3/s 

浸透＋貯留考慮 

0.006665m3/s 

0.023535m3/s低減 

満杯になり 

オーバーフロー 

(このグラフは表示されません。) 

(このグラフが表示されます。) 

(このグラフは表示されません。) 
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2-7-12 対策施設が浸透施設のみの場合の様式Ａ’～Ｄの作成 

 

 【注意事項】 

①設計計算が完了した場合、もう一度「一番左のタグ（流出係数の設定）」から順番に

右へ全てのタグの「計算実行」ボタンを押し直しましょう。使用しなかったタグでも

「計算実行」ボタンは押さなければいけません。 

②  様式を印刷する前には念のため、もう一度「計算実行」ボタンを押しましょう。 

 

 ｢調整池容量計算システム」には、古い計算結果が残っていて、そのデータが紛れ込むこ

とがありますが、エラーメッセージは出ません。念のため、こまめに「計算実行」ボタン

を押すようにしてください。 

 

 (1)様式Ｂの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 2番目のタグ「流出計算」 

の「流入出量―時間関係結果表示」

ボタンでグラフ付きのエクセル

ファイルが作成されます。 

そこに、「行為前流入量」と「行為

後流入量」を追記してください。 

時刻 行為前流入量 行為後流入量 降雨強度

11:00 0.000900 0.004050 18.3000

11:10 0.001020 0.004580 21.1

11:20 0.001170 0.005280 24.9

11:30 0.001380 0.006220 30.5

11:40 0.001690 0.007620 39.8

11:50 0.002210 0.009950 58.3

12:00 0.003240 0.014580 120.8

12:10 0.006710 0.030200 77.1

12:20 0.004280 0.019270 47.2

12:30 0.002620 0.011800 34.5

12:40 0.001920 0.008630 27.4

12:50 0.001520 0.006850 22.8

13:00 0.001270 0.005700 19.6000

13:10 0.001090 0.004900 17.2000

13:20 0.000960 0.004300 15.4000

13:30 0.000860 0.003850 13.9000

13:40 0.000770 0.003470 12.7000

13:50 0.000710 0.003170 11.7000

14:00 0.000650 0.002920 10.9000

行為後流入量 

0.030200m3/s 

行為前流入量 

0.006710m3/s 

様式Ｂ 

最大流入量を赤枠で

囲む。 

表は最大流量付近 

だけでもよい。 

行為前後の流入量の 

最大値を貼り付ける 
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(2) 様式Ｄの作成 

浸透施設しか採用しない場合も、左から 5番目のタグ「調節計算（自然調節方式）」に

入力が必要です。様式Ｄや様式Ａ’、様式Ｃはここで作成します。 

対策施設が浸透施設のみの場合は、「設定調整池諸元」にダミーデータを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻 行為後流入量 浸透考慮後流入量 許容放流量 調節後放流量 調整池水位

11:00 0.004050 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

11:10 0.004575 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

11:20 0.005275 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

11:30 0.006225 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

11:40 0.007625 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

11:50 0.009950 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

12:00 0.014575 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

12:10 0.030200 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

12:20 0.019275 0.002460 0.006711 0.002460 0.0000

12:30 0.011800 0.006665 0.006711 0.006665 0.0000

12:40 0.008625 0.003490 0.006711 0.003490 0.0000

12:50 0.006850 0.001715 0.006711 0.001715 0.0000

13:00 0.005700 0.000565 0.006711 0.000565 0.0000

13:10 0.004900 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

13:20 0.004300 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

13:30 0.003850 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

13:40 0.003475 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

13:50 0.003175 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

14:00 0.002925 0.000000 0.006711 0.000000 0.0000

① 「調整池容量計算システム」の 

左から５番目のタグ「調節計算(自然

調節方式)」で「参照」ボタンをクリッ

ク。「水深－容量データ(サンプル

_0m3)」を指定して、開くボタンをク

リック。 

②放流形状は「円」を指定。 

直径「0.0000」を入力。 

③「計算実行」ボタンをクリック。 

 自動計算により「最大放流量が 

 算定される。 

④「流入出量－時間関係結果表

示」ボタンでグラフ付きのエク

セルファイルが作成されます。 

（様式Ｄ） 

 

 算定される。 
集水区域が１つの場合は、 

「総合評価」が「Ｏ．Ｋ」で 

なければいけない。 

様式Ｄ 

行為後流入量 

0.030200m3/s 

許容放流量 

0.006711m3/s 調整後放流量 

0.006665m3/s 

最大流入量、放流量 

を赤枠で囲む。 

表は最大流量付近 

だけでもよい。 

行為後、調整後の 

最大値を貼り付ける 

集水区域が１つの場合、 

許容放流量を貼り付ける。 
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(3) 様式Ａ’、様式Ｃの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．行為区域の概要 様式Ａ’として使用 

２．使用降雨強度及びピーク流入量 使用しない 

３．流出抑制施設諸元(調整池諸元) 貯留施設がある場合使用。（今回は使用せず） 

３．流出抑制施設諸元（一定量） 浸透施設がある場合使用。様式Ｃとして使用 

３．流出抑制施設諸元（浸透施設） 浸透施設がある道路事業で使用。（今回は使用せず） 

３．流出抑制施設諸元（調節計算結果） 使用しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「許可申請図書の表示」 

ボタンをクリック。 

 

②６つのシートを持つエクセル 

ファイルが自動作成される。 

ただし今回使うのは２つのみ。 

１．行為区域の概要　

（※位置及び行為前後の土地利用区分のわかる平面図を添付すること）

行為区域位置 住所 ：  ○○市○○区○○町

行為面積 0.0000 （ha）

行為前後の土地利用区分

土地利用の形態の細区分 流出係数
行為前面積

（ha）
行為後面積

（ha）

宅地 0.90 0.1000

池沼 1.00

水路 1.00

ため池 1.00

道路(法面を有しないもの） 0.90

道路（法面を有するもの）

鉄道線路（法面を有しないもの） 0.90

鉄道線路（法面を有するもの）

飛行場（法面を有しないもの） 0.90

飛行場（法面を有するもの）

不浸透性材料により舗装された土地（法
面を除く）

0.95

不浸透性材料により覆われた法面 1.00

ゴルフ場（雨水を排除するための排水施
設を伴うものに限る）

0.50

運動場その他これに類する施設（雨水を
排除するための排水施設を伴うものに限
る）

0.80

ローラーその他これに類する建設機械を
用いて締め固められた土地

0.50

山地 0.30

人工的に造成され植生に覆われた法面 0.40

林地、耕地、原野その他ローラーその他
これに類する建設機械を用いて締め固め
られていない土地

0.20 0.1000

0.1000 0.1000

0.200 0.900

そ
　
　
の
　
　
他

面積計

合成流出係数

区分

宅
地
等
に
該
当
す
る
土
地

第
１
号
関
連

宅
地
等
以
外
の
土
地

第
２
号

関
　
連

第
３
号
関
連

上
記
第
１
号
か
ら

第
３
号
に
掲
げ
る

土
地
以
外
の
土
地

３．流出抑制施設諸元

浸透施設諸元 空隙貯留量諸元

浸透能力 0.005135 m3/s 空隙貯留量 32.832 m3/s

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 7.93 0.03 8 0.90 0.90 1.00 1 3.28 40.00

2 0.90 0.90 1.00 2 0.56 100.00

3 0.90 0.90 1.00 3

4 0.90 0.90 1.00 4

5 0.90 0.90 1.00 5

6 0.90 0.90 1.00 6

7 0.90 0.90 1.00 7

8 0.90 0.90 1.00 8

9 0.90 0.90 1.00 9

10 0.90 0.90 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 3.34 0.03 80 0.90 0.90 1.00 1 26.40 40.00

2 0.90 0.90 1.00 2 2.40 100.00

3 0.90 0.90 1.00 3

4 0.90 0.90 1.00 4

5 0.90 0.90 1.00 5

6 0.90 0.90 1.00 6

7 0.90 0.90 1.00 7

8 0.90 0.90 1.00 8

9 0.90 0.90 1.00 9

10 0.90 0.90 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.291 0.03 600 0.90 0.50 1.00 1 180.00 10.00

2 0.90 0.50 1.00 2

3 0.90 0.50 1.00 3

4 0.90 0.50 1.00 4

5 0.90 0.50 1.00 5

6 0.90 0.50 1.00 6

7 0.90 0.50 1.00 7

8 0.90 0.50 1.00 8

9 0.90 0.50 1.00 9

10 0.90 0.50 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 0.90 0.90 1.00 1

2 0.90 0.90 1.00 2

3 0.90 0.90 1.00 3

4 0.90 0.90 1.00 4

5 0.90 0.90 1.00 5

6 0.90 0.90 1.00 6

7 0.90 0.90 1.00 7

8 0.90 0.90 1.00 8

9 0.90 0.90 1.00 9

10 0.90 0.90 1.00 10

体積

（ｍ3）

空隙率
（％）比浸透量（㎡）

飽和透水係数
（m/hr）

【透水性塗装】
体積

（ｍ3）

空隙率
（％）比浸透量（㎡）

飽和透水係数
（m/hr）

【その他】
単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位）

設置数量
（単位）

影響係数

【その他】

比浸透量（㎡）
飽和透水係数

（m/hr）

【透水性舗装】

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡）
設置数量

（㎡）

影響係数

空隙率
（％）比浸透量（㎡）

飽和透水係数
（m/hr）

【浸透トレンチ】

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m）
設置数量

（ｍ）

影響係数

【浸透トレンチ】
体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

【浸透マス】

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/個）
設置数量

（個）

影響係数

【浸透マス】
体積

（ｍ3）

様式Ａ’ 様式Ｃ 
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2-8 貯留施設の効果の算定 

2-8-1 貯留規模の算定式(自然調節方式) 

 

貯留施設の規模の算定は、次掲げる式によることを標準とする。 

 

   

また、自然調節方式の調整池からの放流量    は、次掲げる式によることを標準と

する。 

 

 DH 2.1 , DH 8.1  の  を直線近似 

 

 

     ：調整池への流入量(m3/s) 

     :調整池からの放流量(m3/s) 

     ：行為後の流出雨水量(m3/s) 

     ：浸透施設による浸透（及び空隙貯留）よる浸透施設の効果 

0)( ≦QptQ  のときは )t(QQp   

    ：調整池の貯留量(m3) 

     ：放流口の流出係数    

          ：放流口の断面積(m2) 

     ：調整池の水位(m) 

     ：放流口の高さ(円形の場合は直径、矩形の場合は高さ) 

     ：計算時刻(s) 

      

 

調整池の貯留計算は、流入量    と放流量    の差を貯留するものとして、調整

池の貯留量を求めるものであり、①計算の結果得られた放流量    が許容放流量以下で

あること。②最高水位が仮定した池の高さ以下であることを、「水位－容量曲線（調整池の

形状による）」及び「放流口の形状（断面積）」を仮定して必要な貯留量を求めるものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)(tQin

)(tQout

)(tQ

pQ

V

',CC 6.0C 8.1'C
a

)(tH

D
t

)(tQout

)(tQout

)(tQout
)(tQin

H.W.L 

2v

1v
D

)(tH

1h

2h

)(tV

)(tQout

pin QtQtQ  )()(

pQ

図 2-8-1 調整池規模算定の模式図 

)())(()()( tQQtQtQtQ
dt

dV
outpoutin 

 DtH 2.1)( ≦ 3/22/1 )(')( tHaCtQout ･･ 

 DtHD 8.1)(2.1 ＜＜

 DtH 2.1)( ≦ )
2

1
)((2)( DtHgaCtQout  ･

outQ
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2-8-2 調整池の規模の設計手順 

 調整池は、雨水が貯まる快適ではない施設であるため、多くの場合、設置可能な場所

や面積、池の深さに制限があります。 

 調整池の規模の設計には、繰り返し計算が必要です。 

設計は想定する最大限の調整池から小さくしていく方法が効率的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整池容量についての一般的な傾向 

池底面積を広くできる→必要な深さが浅くなる→オリフィスが大きくできる 

→必要な池の容量が小さくなる 

池底面積をせまくしたい→必要な深さは深くなる→オリフィスが小さくなる 

→必要な池の容量は大きくなる 

 

 

 

 

 

 

池面積から必要な池の深さを計算 池深さから必要な池面積を計算 

池を深く 

調整池の底面積を設定 

オリフィス口を仮設定 

計算 

放流量≦許容放流量 

調整池の深さを仮設定 

オリフィス 

を小さく 

池の容量不足 

必要な池の深さに 

余裕があれば 

 

 
面積を狭く 池を浅く そのまま 

池の面積･深さ･ｵﾘﾌｨｽの確定 

池を広く 

調整池の深さを設定 

オリフィス口を仮設定 

計算 

放流量≦許容放流量 

調整池の面積を仮設定 

オリフィス 

を小さく 

池の容量不足 

必要な池の面積に 

余裕があれば 

 

 
面積を狭く 池を浅く そのまま 

池の面積･深さ･ｵﾘﾌｨｽの確定 



 設計資料編  

 第２章 対策工事についての技術的基準 

 2-34 

2-8-3 調整池の水位－容量曲線について 

     調整池の「水位－容量曲線」は、ある貯留量の時のオリフィス管底から水面までの高

さ   を、求めるためのものです。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)(tH

4.0×15.0=60.0 ㎡ 

調整池の例１ 

H=水深(m) 
（ｵﾘﾌｨｽ管底からの高さ) 

0.000 

V＝調整池の 

累積体積(m3) 

0.00 

0.200 ますの体積 0.60×0.60×0.20=0.072 

 

計算式 

0.07 

ますの体積 0.07 

池の体積15.00×4.00×0.80=48.00 

 
48.07 1.000 

図 2-8-3 調整池「水位－容量曲線１」 

0        0.2      0.40     0.60      0.80      1.0     Ｈ 

Ｖ 

  

50  

45   

40   

35  

30   

25  

20   

15    

10    

5 

H.W.L 

オリフィス管底高を池底とする。 

池底 
オリフィス□50×50 

※オリフィス管底高は放流先側溝の8割水深より上 

オリフィスます600角 

図 2-8-2 調整池「水深－容量表１」 
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2-8-4 調整池の「水深－容量表」の作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整池の例２ 

計算を簡素化するため、この法面部を 

容量に計上しないこともできる。 

オリフィスます400角 

池底 

※オリフィス管底高は放流先側溝の8割水深より上 

オリフィスφ75 

H.W.L 
余裕高0.1 m 

オリフィス管底高を池底とする。 

池底面積880 ㎡ 

H=水深(m) 
（ｵﾘﾌｨｽ管底からの高さ) 

0.000 

V＝調整池の 

累積体積(m3) 

0.00 

0.200 ますの体積 0.40×0.40×0.20=0.032 

 

計算式 

0.03 

ますの体積 0.03 

池の体積 880.00×0.10=88.00 

 
88.03 0.300 

調整池の例３ 

池底 

※オリフィス管底高は放流先側溝の8割水深より上 

オリフィスφ75 

H.W.L 

オリフィス管底高を池底とする。 

池底から20cm A＝5.50㎡ 

池底から25cm A＝121.31㎡ 

池底から30cm A＝346.41㎡ 

池底から35cm A＝660.00㎡ 

ます＋側溝内空 A＝3.30㎡ 

H=水深(m) 
（ｵﾘﾌｨｽ管底からの高さ) 

0.000 

V＝調整池の 

累積体積(m3) 

0.00 

0.200 ます+側溝の体積 3.30×0.20=0.66 

 

計算式 

0.66 

0.66+ 

(5.50+121.31)×0.05÷2=3.17 

 

3.83 0.250 

0.300 
3.83+ 

(121.31+346.41)×0.05÷2=11.69 

 

15.52 

0.350 40.68 
15.52+ 

(346.41+660.00)×0.05÷2=25.16 

 

図 2-8-4 調整池「水深－容量表２」 

図 2-8-5 調整池「水深－容量表３」 
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2-8-5 システムによる貯留施設の効果の算定 

 (1) システム用「水深－容量表」の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) システムへの「水深－容量表」と「放流口形状」の入力と効果の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
水深
H（m）

容量

V（m
3
）

1 0.000 0.00
2 0.200 0.07
3 1.000 48.07
4
5
6
7
8

図2-8-7  

システムによる調整池 

の規模の確認 

① 「調整池容量計算システム」の 

左から５番目のタグ「調節計算（自

然調節方式）」で「参照」ボタンをク

リック。 

先ほど作成し名前を付け保存した 

「水深-容量データ(○○○○)」 

を指定して、開くボタンをクリック。 

②今回は、オリフィス 

形状が矩形のため、 

下に入力。 

オリフィスが円形の 

場合は上に入力。 

 

④下から順に確認する。 

まず「池の容量不足」が「無」 

を確認。 

集水区域が１つの場合は、「放流

量評価」が「許容放流量以下」 

を確認。「総合評価」「ＯＫ」を 

確認。 

 

「調整池容量計算システム」の 

左から５番目のタグ「調節計算(自然

調節方式)」で「エクセルファイル表

示」ボタンをクリック。 

数値を入力し、名前を付けて保存。 

記入例として、「調整池の例１」

の数値を入力した。 

図 2-8-6 調整池例１の「水深－容量表」 

③「計算実行」ボタンを 

クリック。 

⑤「池の容量不足」が「無」 

の場合は、オリフィスからの最大

放流量が表示される。 

「池の容量不足」が「有」の場合

は、池から溢れた流量を加算した

流量を表示。 
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 【注意事項】 

① 基本的に「池の容量不足」が「有」→「無」になるように、「水深-容量表」（池の規模）

やオリフィスの形状を拡大してください。 

② 「池の容量不足」が「無」の時、最大放流量を小さくするには、オリフィスを小さく

してください。その結果「池の容量不足」が「有」になれば、「水深-容量表」（池の規

模）を拡大してください。 

ただし、最少オリフィス径φ50。（集水面積を 500m2以下に分割して施設を設置する

場合はφ30まで縮小可能） 

③ 集水区域が１つの場合は、「総合評価」が「ＯＫ」でなければいけませんが、複数の集

水区域がある場合は、「全て集水区域の最大放流量の和」≦「許容放流量」であればよ

いので「ＮＧ」のままで結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8-6 システムのグラフと表による貯留施設の効果の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯留施設（調整池）の効果を 

「流入出量―時間関係結果表示」 

ボタンで表示することが 

できます。 

「池内最大水深」と「池内最大ボ

リューム」は、計算結果です。「水

深-容量表」の入力値より小さけれ

ば、オリフィスの形状を変えず、

池の規模を小さく出来る可能性が

あります。 
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 【解説】 

   計算方法の詳細は、「防災調節池等技術基準(案)解説の補足と計算実例」P.98 又は 

  「宅地開発に伴い設置される浸透施設等設置技術指針の解説」P.111 を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(     4.710m3) 

(     6.820m3) 

時刻 行為後流入量 浸透考慮後流入量 許容放流量 調節後放流量 調整池水位

11:30 0.006225 0.006225 0.006711 0.003336 0.2773

11:40 0.007625 0.007625 0.006711 0.003561 0.3125

時刻 行為後流入量浸透考慮後流入量 許容放流量 調節後放流量 調整池水位

11:00 0.004050 0.004050 0.006711 0.002938 0.2207

11:10 0.004575 0.004575 0.006711 0.003039 0.2344

11:20 0.005275 0.005275 0.006711 0.003164 0.2520

11:30 0.006225 0.006225 0.006711 0.003336 0.2773

11:40 0.007625 0.007625 0.006711 0.003561 0.3125

11:50 0.009950 0.009950 0.006711 0.003862 0.3633

12:00 0.014575 0.014575 0.006711 0.004305 0.4453

12:10 0.030200 0.030200 0.006711 0.005127 0.6211

12:20 0.019275 0.019275 0.006711 0.005893 0.8125

12:30 0.011800 0.011800 0.006711 0.006234 0.9063

12:40 0.008625 0.008625 0.006711 0.006371 0.9453

12:50 0.006850 0.006850 0.006711 0.006418 0.9590

13:00 0.005700 0.005700 0.006711 0.006411 0.9570

13:10 0.004900 0.004900 0.006711 0.006371 0.9453

13:20 0.004300 0.004300 0.006711 0.006310 0.9277

13:30 0.003850 0.003850 0.006711 0.006234 0.9063

13:40 0.003475 0.003475 0.006711 0.006144 0.8809

13:50 0.003175 0.003175 0.006711 0.006045 0.8535

14:00 0.002925 0.002925 0.006711 0.005937 0.8242

行為後流入量 

0.030200m3/s 

許容放流量 

0.006711m3/s 調整後放流量 

0.006418m3/s 

行為後最大流入量、浸

透考慮後最大流入量

調節後放流量 

を赤枠で囲む。 

表は最大流量付近 

だけでもよい。 

行為後、調整後の 

最大値を貼り付ける 

集水区域が１つの場合、 

許容放流量を貼り付ける。 

様式Ｄ 

③  
⑥ 

④  ②  
⑤ 

①  

(④+⑤)÷2 ×600秒(10分間)-(③+⑥)÷2×600秒 = V1 

⑧-① = V2 

V1≒V2となる⑥⑦⑧を繰り返し計算により求める。これを 10分ごと繰り返す。 

このときは、③⑦≦1.8Dのためオリフィスからの放流量の計算式は、 

 

⑦ ⑧ 

 

)205.0)((8.9205.005.06.0)
2

1
)((2)(  tHDtHgaCtQout ･

調整池の水位。 

水位が高くなると放流量も増

加する。ピークを過ぎると下

がっていく 

 

オリフィスからの放流量。 

調整池の水位が最も高い時が、 

最大放流量。 

 

流入量が少ないときには、グラフ

にギザギザが頻繁に現れるが、こ

れは、計算方法のクセのようなも

の。気にしなくてよい。 
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2-8-7 貯留施設のみ場合の様式Ａ’～Ｄの作成 

 

 【注意事項】 

①設計計算が完了した場合、もう一度「一番左のタグ（流出係数の設定）」から順番に

右へ全てのタグの「計算実行」ボタンを押し直しましょう。使用しなかったタグでも

「計算実行」ボタンは押さなければいけません。 

③  様式を印刷する前には念のため、もう一度「計算実行」ボタンを押しましょう。 

 

 「調整池容量計算システム」には、古い計算結果が残っていて、そのデータが紛れ込む

ことがありますが、エラーメッセージは出ません。念のため、こまめに「計算実行」ボタ

ンを押すようにしてください。 

 

 (1)様式Ｂの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 2番目のタグ「流出計算」 

の「流入出量―時間関係結果表示」

ボタンでグラフ付きのエクセル

ファイルが作成されます。 

そこに、「行為前流入量」と「行為

後流入量」を追記してください。 

時刻 行為前流入量 行為後流入量 降雨強度

11:00 0.000900 0.004050 18.3000

11:10 0.001020 0.004580 21.1

11:20 0.001170 0.005280 24.9

11:30 0.001380 0.006220 30.5

11:40 0.001690 0.007620 39.8

11:50 0.002210 0.009950 58.3

12:00 0.003240 0.014580 120.8

12:10 0.006710 0.030200 77.1

12:20 0.004280 0.019270 47.2

12:30 0.002620 0.011800 34.5

12:40 0.001920 0.008630 27.4

12:50 0.001520 0.006850 22.8

13:00 0.001270 0.005700 19.6000

13:10 0.001090 0.004900 17.2000

13:20 0.000960 0.004300 15.4000

13:30 0.000860 0.003850 13.9000

13:40 0.000770 0.003470 12.7000

13:50 0.000710 0.003170 11.7000

14:00 0.000650 0.002920 10.9000

行為後流入量 

0.030200m3/s 

行為前流入量 

0.006710m3/s 

様式Ｂ 

最大流入量を赤枠で

囲む。 

表は最大流量付近 

だけでもよい。 

行為前後の流入量の 

最大値を貼り付ける 
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(2)「浸透能力の算出」タグで「浸透施設なし」を選択し「計算実行」 

 

【注意事項】 

  浸透施設がなくても、「浸透能力の算出」で「計算実行」してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)様式Ｄの作成 

様式Ｄや様式Ａ’、様式Ｃは、左から 5番目のタグ「調節計算（自然調節方式）」で作

成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 3番目のタグ「浸透能力の算

出」で「浸透施設なし」を選択。 

「計算実行」ボタンをクリックして

ください。 

その後のタグに、計算結果が反映さ

れます。 

①「調整池容量計算システム」の 

左から５番目のタグ「調節計算(自然

調節方式)」で「参照」ボタンをクリッ

ク。作成した「水深－容量データ(○

○○)」を指定して、開くボタンをク

リック。 

②例では□50×50のため、

放流形状は「矩形」を指定。 

ＨとＷを入力。 

③「計算実行」ボタンをクリック。 

 自動計算により「最大放流量が 

 算定される。 

④「流入出量－時間関係結果表

示」ボタンでグラフ付きのエク

セルファイルが作成されます。 

（様式Ｄ） 

 

 算定される。 
集水区域が１つの場合は、 

「総合評価」が「Ｏ．Ｋ」で 

なければいけない。 
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(4) 様式Ａ’、様式Ｃの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．行為区域の概要 様式Ａ’として使用 

２．使用降雨強度及びピーク流入量 使用しない 

３．流出抑制施設諸元(調整池諸元) 貯留施設がある場合使用。様式Ｃとして使用 

３．流出抑制施設諸元（一定量） 浸透施設がある場合使用。（今回は使用せず） 

３．流出抑制施設諸元（浸透施設） 浸透施設がある道路事業で使用。（今回は使用せず） 

３．流出抑制施設諸元（調節計算結果） 使用しない 

 

時刻 行為後流入量浸透考慮後流入量 許容放流量 調節後放流量 調整池水位

11:00 0.004050 0.004050 0.006711 0.002938 0.2207

11:10 0.004575 0.004575 0.006711 0.003039 0.2344

11:20 0.005275 0.005275 0.006711 0.003164 0.2520

11:30 0.006225 0.006225 0.006711 0.003336 0.2773

11:40 0.007625 0.007625 0.006711 0.003561 0.3125

11:50 0.009950 0.009950 0.006711 0.003862 0.3633

12:00 0.014575 0.014575 0.006711 0.004305 0.4453

12:10 0.030200 0.030200 0.006711 0.005127 0.6211

12:20 0.019275 0.019275 0.006711 0.005893 0.8125

12:30 0.011800 0.011800 0.006711 0.006234 0.9063

12:40 0.008625 0.008625 0.006711 0.006371 0.9453

12:50 0.006850 0.006850 0.006711 0.006418 0.9590

13:00 0.005700 0.005700 0.006711 0.006411 0.9570

13:10 0.004900 0.004900 0.006711 0.006371 0.9453

13:20 0.004300 0.004300 0.006711 0.006310 0.9277

13:30 0.003850 0.003850 0.006711 0.006234 0.9063

13:40 0.003475 0.003475 0.006711 0.006144 0.8809

13:50 0.003175 0.003175 0.006711 0.006045 0.8535

14:00 0.002925 0.002925 0.006711 0.005937 0.8242

行為後流入量 

0.030200m3/s 

許容放流量 

0.006711m3/s 調整後放流量 

0.006418m3/s 

行為後最大流入量、浸

透考慮後最大流入量

調節後放流量 

を赤枠で囲む。 

表は最大流量付近 

だけでもよい。 

行為後、調整後の 

最大値を貼り付ける 

集水区域が１つの場合、 

許容放流量を貼り付ける。 

様式Ｄ 

② 「許可申請図書の表示」 

ボタンをクリック。 

 

②６つのシートを持つエクセル 

ファイルが自動作成される。 

浸透施設がない場合に使うのは

２つのみ。 
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３．流出抑制施設諸元
　（※流出抑制施設の配置位置（平面図）、構造諸元のわかる図面を添付すること）
調整池諸元
放流口径（2段オリフィスの場合は、上・下段の雨諸元を記載）

下段 上段（２段オリフィスの場合）

形状 矩形
直径 －
高さ 0.050
幅 0.050

0.000

Ｈ Ｖ
0.000 0.00
0.200 0.07
1.000 48.07

放流口形状

管底位置（池底から）

１．行為区域の概要　

（※位置及び行為前後の土地利用区分のわかる平面図を添付すること）

行為区域位置 住所 ：  ○○市○○区○○町

行為面積 0.0000 （ha）

行為前後の土地利用区分

土地利用の形態の細区分 流出係数
行為前面積

（ha）
行為後面積

（ha）

宅地 0.90 0.1000

池沼 1.00

水路 1.00

ため池 1.00

道路(法面を有しないもの） 0.90

道路（法面を有するもの）

鉄道線路（法面を有しないもの） 0.90

鉄道線路（法面を有するもの）

飛行場（法面を有しないもの） 0.90

飛行場（法面を有するもの）

不浸透性材料により舗装された土地（法
面を除く）

0.95

不浸透性材料により覆われた法面 1.00

ゴルフ場（雨水を排除するための排水施
設を伴うものに限る）

0.50

運動場その他これに類する施設（雨水を
排除するための排水施設を伴うものに限
る）

0.80

ローラーその他これに類する建設機械を
用いて締め固められた土地

0.50

山地 0.30

人工的に造成され植生に覆われた法面 0.40

林地、耕地、原野その他ローラーその他
これに類する建設機械を用いて締め固め
られていない土地

0.20 0.1000

0.1000 0.1000

0.200 0.900

そ
　
　
の
　
　
他

面積計

合成流出係数

区分

宅
地
等
に
該
当
す
る
土
地

第
１
号
関
連

宅
地
等
以
外
の
土
地

第
２
号

関
　
連

第
３
号
関
連

上
記
第
１
号
か
ら

第
３
号
に
掲
げ
る

土
地
以
外
の
土
地

様式Ａ’ 様式Ｃ 
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2-9 その他 

2-9-1 区画整理事業における合成流出係数の算定法と集水区域 

・流出係数 

（１） 現況土地利用における算定方法 

現況土地利用を、表 2-4-3の区分により整理し、面積を求める。 

なお、具体的な算定方法は以下にように行う。 

①  まず、区画整理事業区域内の「宅地の範囲」の算出については、都市計画基本図（1/2500

程度）から建物※の面積（ａ１）を算出し、「表2-4-1 行為前の宅地面積の算定手順」

の宅地係数（2.0）を乗じ、宅地面積（Ｂ）を算定する。 

②  続いて、表2-4-3における「宅地」と「締め固められた土地」を除く、１６区分の面

積を算出する。 

なお、区分については、 地図記号並びに最新の航空写真により、区域を特定する。 

 ③ 区画整理事業区域面積（全体面積）から①、②で求めた面積を差し引いたものを、締

め固められた土地の面積とする。ただし、締め固められた土地の面積がマイナスになっ

た場合は、宅地面積を全体面積にあうように調整する。 

※ 「国土交通省公共測量作業規定」に基づく地図記号の大分類「建築物」のうち、分

類「建物」を対象とする 

 

表 2-9-1 区画整理事業における流出係数の算定の例 

◎区画整理事業区域(全体) 面積  Ａ 係数 

① 建物 ａ１  

② 水路 ａ２ 1.0 

③ 道路 ａ３ 0.9 

④ 舗装（現地または図面から明らかに特定できる区域）  ａ４ 0.95 

⑤ 田・畑 ａ５ 0.2 

⑥ 宅地の範囲  ＝ａ１×２ Ｂ 0.9 

⑦ 締め固まった土地 ＝ Ａ－（ａ２＋ａ３＋ａ４＋ａ５＋Ｂ） 0.5 

 

（２） 計画土地利用における流出係数の算定方法 

計画土地利用については、池、水路を「１．０」とし、それ以外はすべて「０．９」

として扱う。 

 

・集水区域 

区画整理事業区域外からの雨水も対策施設に流入する場合は、区域外も含めて集水区域

全体の流出係数を求め、対策施設の検討を行う。 
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2-9-2 現地浸透試験の試験方法 

 

（１） 現地浸透試験の調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9-1 現地浸透試験の流れ 

 

（２）調査地点の選定 

①調査地点数の決定 

雨水浸透阻害行為面積 調査地点数 備  考 

5,000 ㎡未満 １箇所  

5,000 ㎡～1.0ｈａ未満 ２箇所 複数の場合は平均値を採用 

1.0ｈａ以上 ３箇所 

 

②現地調査 

地形や土質、地下水（位）の分布などを確認するため現地調査を行う。現地調査で

の留意点を下記に記す。 

(ⅰ)試験に必要な面積（約 20㎡以上）が確保できるか否か調べる。 

(ⅱ)用地の借用が可能か否かを調べる。 

(ⅲ)近くに試験に使用できる水源があるかどうか調べる 

(ⅳ)浸透の障害となりそうな地下埋設物が近くにあるかどうかを調べる。 

(ⅴ)その他、調査地点が浸透地盤を代表し得る地点であるかどうかを地形、 

水質、土地利用等について可能な範囲で調べる。 

③土地および水の利用 

土地および水の借用にあたっては、関係者に対し試験の趣旨や内容を十分に説明し、

了解していただくとともに、必要に応じて諸手続を行う。 
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（３）現地浸透試験 

①試験施設の形状 

本技術指針では、平均的な地盤の浸透能力が把握できること、試験施設の設置が他

の試験方法より多少容易であることなどから、直径 20cm のボアホール法を標準タイプ

とする。地表面は、現地盤または造成後の計画地盤高のいずれかとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9-2 ボアホール法で用いる試験施設 

②試験方法 

試験は原則として定水位注水法で試験する。定水位法での試験が困難な場合は、変

水位法により試験を行う。 

③試験施設の設置と試験手順 

(ⅰ)ボアホールの掘削 

ハンドオーガーを使い、設定したボアホール深まで掘削する。 

 (ⅱ)浸透面の手入れ 

オーガー掘削時に孔土膜が付着したり、孔底に掘屑が堆積し、自然の浸透能が確

認出来なくなっていることがある。このため、孔内の状態をよく観察し、必要に応

じて熊手やワイヤブラシで浸透面の目荒しを行うとともに、堀屑は丹念に除去する。 

(ⅲ)充填材などの挿入 

ボアホール掘削後、浸透面をいためないように充分配慮して、砂利あるいは砕石

を充填する。この作業は、注水による浸透面の洗掘あるいは泥土の撹拌を防止する

ためのものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9-3 試験施設の設置手順 
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(ⅳ)定水位注水法の手順 

イ）実施設の設計湛水深に相当する水位まで注水し、初期条件とする。 

ロ）水源からの注水量を調整し、上記湛水深を維持する。 

ハ）経過時間毎に流量計などで注水量を測定する。測定時間間隔は 10分間隔を目

安とするが、変化の著しい場合には間隔を細かくする。 

ニ）注水量がほぼ一定になるまで、ロ）～ハ）を継続する。試験継続時間の目安

は２時間程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9-4 浸透試験状況概要 

(ⅴ)原形復帰  

最後に掘削土を埋め戻し、踏み固めて原形復帰し、試験を終了する。 

 

（４）試験結果の整理 

①データシートと記録 

現地浸透試験での測定値は、データシート（表 2-9-2 参照）に記録し、整理・保存

する。データシートには、施設形状、設定湛水深並びに注水時の単位時間あたり浸透

量または水位などの記録の他に目づまりや浸透能力との関係把握に必要な注入水の水

質（濁り）、水温（気温）なども記録する。 

 

②終期浸透量(定水位法) 

浸透試験結果は、単位時間当り浸透量（水位）と注水時間の関係図として整理する。

注水を継続すると単位時間当り浸透量（水位）はほぼ一定値を示すので、この量（水

位）を終期浸透量とする。なお、２時間の注水を行っても浸透量（水位）が一定にな

らない場合は、注水を打ち切り、その時の浸透量を終期浸透量とすることで良い。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9-5 浸透量（水位）の時間変化 
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表 2-9-2 定水位法の現地浸透試験データシート記入例 

ｈ 

Ｈ 

Ｄ 

D:0.2m 

ｈ:1.2m 

Ｈ:1.0m 

Kt = aH
2 + bH + c      右上の D,Hを入力 

= 1.04H2 + 2.224H + 0.326    (Ｄ=0.2の例) 

a = 0.475Ｄ + 0.945 = 1.04 

b = 6.07Ｄ + 1.01 = 2.224 

c = 2.570Ｄ - 0.188 = 0.326 

 
飽和透水係数 K０  

 

＝ Ｑｔ（終期浸透量）／ｋｔ 
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（５）定水位法による浸透能力の算定 

現地浸透試験施設の形状と湛水深によって決まる比浸透量をもとに、下式によって

土壌の飽和透水係数を算定する。 

 

k0 ＝ Qt／Kt×100／3600 

ここで、k0: 土壌の飽和透水係数（cm/s） 

     Qt: 浸透試験での終期浸透量（m3/hr） 

        Kt: 試験施設の比浸透量（m2）で、施設の形状（ボアホール法の 

場合には、直径Ｄ(=0.2m)と設定湛水深Ｈ(m)で決まる定数 
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Kt = aH^2 + bH + c
= 1.04H^2 + 2.224H + 0.326
a = 0.475D + 0.945 = 1.04
b = 6.07D + 1.01 = 2.224
c = 2.570D - 0.188 = 0.326

図4-21　ボアホール法の比浸透量（D=0.2ｍ）図 2-9-6 
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 出典：雨水浸透施設技術基準指針（案）等 

第３章 雨水貯留浸透施設の一般事項 

3-1 雨水貯留浸透施設の種類 

3-1-1 浸透施設の種類  

 

標準的な浸透施設としては、次のような施設があり、土地利用形態や雨水排水計画に応じ

て選択するものとする。 

・透水性舗装     ・浸透側溝      ・浸透トレンチ     

・浸透ます      ・地下貯留浸透施設   

浸透施設は、施設本体の透水機能と地中への浸透機能が長期間にわたり効果的に発揮でき

るように、目づまり防止のためにフィルター(防塵ネット等)の設置が望ましい。また、清掃

等の維持管理に配慮した構造とするとともに、設置場所における荷重に対しても安全な構造

を有するものとする。 

 

○浸透ます           ○浸透トレンチ 

 

 

 

 

 

 

○透水性舗装(アスファルト)   ○透水性舗装(インターロッキング) 

 

 

 

 

 

 

○地下貯留浸透施設 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図3-1-1 浸透施設の例 
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3-1-2 貯留施設の種類 

 

貯留施設 

施設名 構造イメージ 説明 

貯留施設 

（調整池） 

 

 

 

 

 

 

雨水の流出抑制を目的とし

て、雨水を一時的に地表面に

貯留する施設で、上部等を他

の用途に使用しない専用の調

整池。 

貯留施設 

（表面貯留） 

 

 

 

 

 

 

雨水の流出抑制を目的とし

て、雨水を一時的に地表面に

貯留する施設で、上部等を他

の用途に使用する兼用の調整

池。 

地下貯留施設 

 

 

 

 

 

 

 

雨水の流出抑制を目的とし

て、雨水を一時的に地下に貯

留する施設。 

 

 

なお、公益社団法人雨水貯留浸透技術協会において「雨水貯留浸透技術評価認定制度」

が実施されており、この制度により評価認定された雨水貯留浸透施設があるため参考とさ

れたい。（公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 HPアドレス：http://arsit.or.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用調整池 

（駐車場）兼用調整池 

図 3-1-2 貯留施設の種類 
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3-1-3 浸透施設と貯留施設の併用 

 

浸透施設だけで所定の洪水流出抑制効果が得られない場合は、貯留施設との併用を考える

必要がある。浸透施設により流出雨水量を抑制したのちに貯留施設で洪水調節を行うと、調

整池等の貯留施設の容量が軽減される。参考までに土地利用別の標準的な施設の組み合わせ

を図 3-1-3に示す。 

 

【戸建住宅の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【集合住宅、事業所、学校の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公園等の場合】(主に地表水を対象) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【駐車場･材料置き場等の場合】(主に地表水を対象) 

 

 

 

 

 

注)              を併用せず、片方だけ採用する場合もある。 

 

 

屋根 雨とい 
浸透ます 

浸透トレンチ 

地下貯留浸透施設 

建物周り 

(庭･駐車場) 
浸透側溝 

透水性舗装 

貯留施設 

(調整池･表面貯留) 

地下貯留施設 

行
為
区
域
外
へ 

浸透 

屋根 雨とい 浸透ます 

浸透トレンチ 

浸透側溝 

地下貯留浸透施設 
建物周り 

棟間･植栽地 

駐車場･道路 
透水性舗装 

貯留施設 

(調整池･表面貯留) 

地下貯留施設 

行
為
区
域
外
へ 

浸透 

植栽地(草地) 浸透ます 

浸透トレンチ 

浸透側溝 

地下貯留浸透施設 

道路･駐車場 

運動場 
透水性舗装 

貯留施設 

(調整池･表面貯留) 

地下貯留施設 

行
為
区
域
外
へ 

浸透 

浸透施設 貯留施設 

図 3-1-3 土地利用別の対策施設の組み合わせ例 

駐車場 

材料置き場 
透水性舗装 

浸透 

貯留施設 

(調整池･表面貯留) 

行
為
区
域
外
へ 


